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開会 午前 ９時５７分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○松田委員長 皆さん、おはようございます。 

  今回の議会ですけれども、水道課からは案件が

上がっているわけですけれども、皆さん慎重に審

査いただきますようよろしくお願いします。 

  昨日も各種イベントがあり、皆さん忙しいとこ

ろとは思いますけれども、今日から2日間にわた

り委員会を開催させていただきますので、ご協力

お願いします。 

  それでは、この定例会におきまして、当常任委

員会に付託された案件は、計画に関する案件２件、

その他の案件１件、要望１件でございます。  

  また、予算と決算に関する分科会審査がござい

ます。予算常任委員会付託案件のうち、当分科会

で審査すべき案件は、補正予算案件５件でありま

す。 

  また、決算審査特別委員会付託案件のうち、当

分科会で審査すべき案件は、決算認定案件 ５件

であります。これら予算と決算に関する案件につ

きましては、関係所管課のところで、随時、分科

会に切り替えて審査を行います。審査の日程、及

び審査順は、お手元に配付の次第のとおりとしま

す。委員各位におかれましては、慎重なる審査と

ともに、円滑な進行へのご協力をお願い申し上げ

まして、あいさつといたします。 

  それでは、次第３審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎上下水道部の審査 

○松田委員長 まずは上下水道部から順次審査をは

じめてまいります。はじめに中山上下水道部長か

らご挨拶をお願いします。 

○中山上下水道部長 （挨拶） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○松田委員長 それでは、ただいまから水道課の審

査に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８２号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第82号 那須塩原市

水道事業経営戦略についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長、お願いいたします。 

○黄木水道課長 （議案第82号について説明） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、ちょっと何点か聞かせても

らいますが、那須塩原市のこの水道事業経営戦略

で、一番 後のところなんですが、これ、ＫＰＩ

の設定はわかるんですが、おおむね２年ごとに進

捗管理をするということなんですが、これは水道

課のほうでやるのか、それとも第三者機関を入れ

てやるのか、その辺をお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○黄木水道課長 水道課みずからやりたいと考えて

おります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、水道課の中にそういう

検証をするチームをこれからつくっていくのか、
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ちょっと仕組みを聞かせていただければと思いま

す。 

○松田委員長 課長。 

○黄木水道課長 こちらのここに示しましたように、

財政計画、数字で出てきております。 

  つまり数字の比較なので、特段のチームをつく

らなくとも、総務係が常に日ごろから数字を把握

しておりますので、それと突き合わせをしていく

というのがまず第一です。 

  あと、もう１個は、水道ビジョンに定めた事業、

こちら今のところ、何をどうやってやるというの

は決めておりますけれども、その時の状況変化に

よってそれが現実にそぐわない場合があります。 

  その場合についても、各係のほうの事業をやっ

ているとわかりますので、まずは課内各係の業務

において進捗の管理、これとの整合をよくチェッ

クしたいと考えております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 要は、こうやって経営戦略は、これも

必要不可欠は十分わかるんですが、イメージ的に

ＰＤＣＡサイクルでよく、各いろんな部署がやっ

ている、そういう落とし込みのイメージ、ちょっ

とわかりやすく説明していただければと思います。 

○松田委員長 課長。 

○黄木水道課長 そうしますと、繰り返しになりま

すけれども、一番端的には、こちらの財政計画、

これとの数字の適合性を把握するというのが一番

確実だし、イメージしているところでございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 後に１点なんですけれども、こうい

った経営戦略をつくる上での、市民の皆様から１

年間にどのぐらいの、水道に関してのいい面悪い

面、課題とクレーム等、そういったものはどのぐ

らいの感じで上がってきているのか、お伺いをい

たします。ざっくりでいいです。 

○松田委員長 課長。 

○黄木水道課長 経営そのものに関するクレームと

いうのは、実はほとんどございません。 

  あるのは、例えば開閉栓手続の煩雑さであると

か、あと水質に関する、その水質もどちらかとい

うと感覚的なものです、水温が高いであるとか、

ちょっとにおいがあるとかと、そういうものが、

ならすと月に一、二度あるかなというのが実感で

ございます。 

  以上です。 

○櫻田委員 了解。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論をすべき点があれば、討論に移

ります。 

〔発言する人あり〕 

○松田委員長 それでは、討議すべき点があれば、

討議に移ります。 

  よろしいですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、討論

を終結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第82号 那須塩原市水道事業経営戦略につ

いては、原案のとおり可決すべきものとすること

に異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第82号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８８号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、続きまして、議案第88号 

平成28年度那須塩原市水道事業会計未処分利益剰

余金の処分についてを議題といたします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長、お願いいたします。 

○黄木水道課長 （議案第88号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明がありました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討議すべき点があれば、討論に移ります。 

  よろしいですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第88号 平成28年度那須塩原市水道事業会

計未処分利益剰余金の処分については、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第88号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第79号 平成29年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○黄木水道課長 （議案第79号について説明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討議すべき点がなければ、討論に移ります。 

  よろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第79号 平成29年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第79号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第９号 平成28年度那須塩原市水道事業会

計決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いいたします。 

○黄木水道課長 （認定第９号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討議すべき点がなければ、討論に移ります。 

  よろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第９号 平成28年度那須塩原市水道事業会

計決算認定については、原案のとおり認定すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第９号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  それでは、水道課所管の審査事項は以上となり

ます。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （昨年度の給水停止の状況について） 

○齋藤副委員長 委員長。 

○松田委員長 （滞納繰越分の収納率について） 

  その他ございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部から何かございませんでしょ

うか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で水道課の

審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時３２分 
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再開 午前１０時４３分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○松田委員長 ただいまから下水道課の審査に入り

ます。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８３号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、議案第83号 那須塩原市

下水道長寿命化計画についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長、お願いいたします。 

○室井下水道課長 （議案第83号について説明） 

○松田委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 よろしいですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第83号 那須塩原市下水道長寿命化計画に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第83号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いいたします。 

○室井下水道課長 議案第71号 平成29年度那須塩

原市一般会計補正予算（第３号）についてご説明

いたします。 

  補正予算書20ページ、６款１項９目農業排水事

業特別会計繰出金、24ページ、８款４項５目公共

下水道費につきましては、申しわけありませんが

特別会計の執行予算書のほうを、執行計画書のほ

うの６ページ、６款１項９目農業集落排水事業特

別会計繰出金、８ページ、８款４項５目公共下水

道費のどちらにつきましても、一般会計から特別
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会計への繰出金になりますので、できれば先に議

案第75号及び議案第76号の下水道と農業集落排水

について説明させていただき、その後71号につい

てもう一度説明したいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

○松田委員長 はい。 

○室井下水道課長 （議案第75号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、討論はございますでしょ

うか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は原案のとおり可決すべきもの

と決することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」「75号」と言う人あり〕 

○松田委員長 済みません。申しわけないです。

初から。 

  それでは、議案第75号 平成29年度那須塩原市

下水道事業特別会計補正予算（第１号）は原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案75号については、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７６号の説明、質疑、討

論、採決 

○室井下水道課長 （議案第76号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第76号 平成29年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第76号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討
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論、採決 

○室井下水道課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 よろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 よろしいですか。 

  ないようですので、質疑を終了したいと思いま

すが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いいたします。 

○室井下水道課長 （認定第１号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  何か質疑、どうでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 それでは、続きまして、認定第５号 



－233－ 

平成28年度那須塩原市下水道事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○室井下水道課長 （認定第５号について説明） 

○松田委員長 大変多くの説明がございました。 

  質疑、ご意見等ございましたら、よろしくお願

いいたします。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 66ページの新規の事業で、公営企業会

計適用事業について、ちょっと内容とか、終わっ

た、実施したことについて、ちょっとお伺いしま

す。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 公営企業会計適用事業につきま

しては、平成31年度４月から、下水道特別会計を

公営企業のほうに移行するということで、こちら

につきまして、事業の内容、ちょっと申しわけご

ざいません。項目につきましては、内部手続が平

成28年度に関係部局から関連例規の準備と、それ

らを含めまして、内部手続を28年度から始めます。

そのほかに28年度につきましては、基礎調査とい

うことで、下水道事業を公営会計に移行するに当

たりまして、資産調査がやはり一番大切になりま

すので、そちらの資産調査を一番メーンとして28

年度は実施しております。 

  29年度以降につきましては、今度、会計システ

ムの構築と、あとまた固定資産リストにつきまし

ては28年度終わりませんので、29年度も続けなが

らやっていくということと、あと29年度につきま

して、条例の改正等の準備が主な29年度の業務に

なります。 

  30年度につきましては、29年度に実施したもの

を開始して31年度から公営会計のほうに移行しま

すので、今の会計システムと並行しまして30年度

に１年早く、練習というとおかしいんですけれど

も、準備期間としてシステム等の動かすことをや

っていく形になります。 

  予算編成等につきましても、31年４月から実施

になりますので、30年度で新しいシステムで予算

のほうの編成等をやっていく予定になっています。

主な委託内容をそちらを含めて支援を受けるとい

う形になります。 

  以上です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 今の話から聞くと、順調に進んでいる

というところでよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 今のところ順調だと思われます。 

○眞壁委員 わかりました。じゃ、もう１点。 

  その下の下水道受益者負担金改定事業、これに

ついて…… 

  ちょっと内容と実施状況をお願いします。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらにつきましては、内容に

つきましては、下水道受益者負担金につきまして

は、黒磯処理区ということで、旧黒磯と西那須野

処理区、旧西那須野、そのほか塩原につきまして

は、塩原処理区と関谷処理区ということで、４つ

ほど受益者負担金の処理区があります。 

  黒磯につきましては、板室特環と高林…… 

〔「こちらは、那須塩原市の下水道の…

…」と言う人あり〕 

○室井下水道課長 その処理区につきまして、地区

ごとに負担金の１平米当たりの単価が違うという

ことで、そちらにつきまして、今まで整理してき

て進めた中で妥当かどうかと、もし、統一するこ

とが可能かどうかということを含めて検討しまし

た。 
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  その結果、負担金に関しましては、一番 初に

整備したときから、負担金のほうを変更していな

いということで、ちょっとまとめて１つにするの

は難しいと、もし整備するのであれば、新たな負

担区ということで区域を広げた場合とか、そうい

うところに新たな受益者負担金をやらないと、今

まで、黒磯、西那須野、塩原のお話ですけれども、

昭和の時代から地元とかに説明している単価が変

わってしまうということもありますので、統一は

難しい。 

  その中で、どうしても統一なり、新しいのをつ

くるということであれば、新単価を負担区を設け

るというふうなのを検討しまして、検討結果の受

益者負担金については、今までの負担区分のまま

で妥当だろうというふうな結論になりました。 

  以上です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、今までの単価を踏襲する、

後にはそういう形で決定したということで…… 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 そのとおりです。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 その辺で、どういう協議がなされたの

かだけ、ちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 受益者負担金を決めますのに、

まず整備費の一部、受益ということですので、そ

の単価が妥当かどうかをまず検証、今までのと今

度整備するのに当たりまして、その地区ごとで、

その単価が妥当かどうかというふうなことをまず

検討しました。 

  それにつきまして、その後、今度、下水道事業

としまして、その受益の一部を負担してもらう単

価が、また妥当かどうかという、その地区への。

ちょっと説明が、ちょっとおかしくなっちゃって

いるんですけれども、今までの事業費と今後やる

事業費に対しまして、新しい区なり、今までの負

担区について妥当かどうかという検討が一番です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 今のこの単価の中で、塩原温泉の負担

というのは、結構450円ということで高くなって

いますよね。この辺はどういう条件でしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 塩原温泉負担区になると思うん

ですけれども、こちらにつきまして、一番何がと

いうことになりますと、塩原水処理センターの処

理場と、あと塩原温泉負担区に施設がありますの

で、工事費自体が結構高額になります。また、そ

の塩原温泉の工事費が一番高くなる原因としまし

て、箒川の水が入ってきているんですよ。そちら

につきましては、石積みとか、そういうふうなも

のの工事費等が全部入ってきていましたので、工

事費が高額になる。これが一番です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そういうことで、全体で同じくしてい

くというのが 終的なものかなと、私なんかは思

うんですけれども、そんな感じで、塩原から苦情

とか、そういうのはあるのかどうか。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 塩原温泉のところにつきまして

は、ほぼ下水道の整備が終わっていますので、こ

れから先負担金を徴収するという可能性はほとん

どない状態になります。 

○松田委員長 ほかにございましたでしょうか。 

  よろしいですか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 62ページの雑入なんですけれども、下

水道事業協力金ということで、流域外というか、

ここから４件と先ほど答弁あったかと思いますが、

この390万という金額の説明をちょっとお願いし
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ます。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらにつきまして、協力金、

区域外、実際は８件全部あったんですけれども、

そのうち４件につきましては、受益者負担金の面

積にかかる金額に対しまして、工事費のほうがか

かったので、とっていないんですけれども、あと

につきましては、１つの区画でかい面積になりま

して、そちらにつきまして、うちのほうとしまし

ては、区域外なりますと、汚水ます設置費の工事

費が一番メーンとなってかかってきますので、そ

うしますと、それほど金額、工事費はかからない

んですけれども、面積の広い１ha弱ぐらい、そん

なところにかかりますと、そちらの負担金全部も

らう形になりますので、今回は協力金がふえたこ

とになります。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、異議がないものと認め、

質疑を終了いたします。 

  討論はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第５号 平成28年度那須塩原市下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定については、原案のと

おり認定すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第５号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 それでは、続きまして、認定第６号 

平成28年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○室井下水道課長 （認定第６号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 ちょっと教えてもらいたいんですけれ

ども、この77ページで受益者分担金の滞納者とか、

農業集落排水施設使用料を滞納しているというの

は、これはどういう人なの、どういうの、これ。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 まず、受益者分担金滞納してい

る人がいますが、こちらにつきましては、この前、

相馬剛議員のほうからの質問の中で、金曜日です

か、あった中で5.2％の収納率の理由あったんで

すけれども、そちらにつきましては、やっぱり経

済的な理由が一番になりまして、少しずつ分割で

納付してもらっているという形になっております。

なので、収納率が低くなっております。 

  逆に、現年度につきまして、なぜ100％かとい

いますと、農業集落排水事業自体が事業が完了し

ているということで、新たに汚水ます申し込み者
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が出た場合は、先に受益者分担金をもらってから

つけるという形につきましては、農業集落排水は

100％という形になります。 

  使用料につきまして、滞納繰越金がやはりかな

り多いということなんですけれども、やはりこち

らについても同じようなことになります。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 何人ぐらいですか。 

○室井下水道課長 滞納繰越分につきましては13人

で、１人減りましたので、今年度12人です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 １人減った理由は完済したということ

か。 

○松田委員長 課長。 

○室井下水道課長 はい。 

○松田委員長 そのほか質疑ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第６号 平成28年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算認定については、原

案のとおり認定すべきものとすることに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第６号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  下水道課の所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （黒磯水処理センター改築の進捗状況

について） 

○松田委員長 あとはその他ございませんでしょう

か。 

  それでは、執行部の皆様から何かございますで

しょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で下水道課

の審査を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  それでは、執行部入れかえのため、暫時休憩と

いたします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午前１１時４１分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○松田委員長 これより生活環境部の審査に入りま

す。 

  初めに、山田生活環境部長からご挨拶をお願い

いたします。 

  部長。 
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○山田生活環境部長 （挨拶） 

○松田委員長 どうもありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境管理課の審査 

○松田委員長 それでは、ただいまから環境管理課

の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  それでは、ここで建設経済常任委員会の予算常

任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○五十嵐環境管理課長 （議案第71号について説

明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案どおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７８号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 続きまして、議案第78号 平成29年

度那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○五十嵐環境管理課長 （議案第78号について説

明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第78号 平成29年度那須塩原市墓地事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第78号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○五十嵐環境管理課長 （認定第１号について説

明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 178ページの狂犬病の注射頭数なんで

すけれども、これ、足すと合計で4,700頭になる

のかな。そうすると、6,641頭から比較しますと、

その分の犬は注射していないということでしょう

か。表から見ています、今。178ページの一番上

のところ。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 こちら委託料につきまして

は、那須塩原市が契約しています獣医師会あるい

は個人の獣医師の先生方に支払ったということで、

飼い主によっては自分で個人の病院に行って注射

を受けて済ませるという方もいらっしゃいますの

で、そういったものがあるのと、実際とすると未

接種という飼い主の方もおられますので、差があ

るということになっています。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 逆に、2,000頭から実施していないと

いう計算ですかね、これだと。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 接種率が70％程度ですので、

やはり３割近くは、こちらで把握している限り未

接種ということになります。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 27と28の登録済みの110頭

…… 

○相馬委員 いや、大丈夫です。大丈夫ですよ。約

70％という接種率、この計算上、合いますから。

問題ないです。 

○松田委員長 ほか、ございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 自然保護対策の推進事業…… 

○松田委員長 何ページか。 

○眞壁委員 180ですね。 

  レッドデータブック、今年度というか、つくっ

たということなんですけれども、いろいろな絶滅

危惧種があるんでしょうけれども、そういう見つ

かったというか、ちょっと内容をお聞かせいただ

ければと。 

○松田委員長 係長。 

○染谷環境企画係長 種ごとの絶滅とかそういった

…… 
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○眞壁委員 というより、那須塩原でいろいろなや

つがこう出ている概要というか。 

○染谷環境企画係長 今回作成したレッドデータブ

ックでは、今までの結果から7,700種、大体そう

いった数があるんですけれども、そのうちの468

種を選定しまして、レッドリストとして掲載して

おりまして、「絶滅」から「要注目」までそれぞ

れランクをつけて選定はしているんですけれども、

昆虫で「絶滅」というのが２種ほどいまして、あ

とはそれ以外の「絶滅」というのはないんですけ

れども。 

  一応あれですかね、ここの那須塩原市独自の、

やっぱり県と比較して、県では少ないけれども那

須塩原市にはいるとか、その逆とか、そういった

傾向もあるので、そういったものも含めて種の選

定というのはしているところです。 

○眞壁委員 実績的には出たということでね。 

○染谷環境企画係長 そうですね、はい。 

○眞壁委員 わかりました。 

○松田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 176ページ、環境衛生事務推進費なん

ですが、先ほど、負担金が減ったからこういうふ

うになったということを言ったんですか。 

○松田委員長 課長。 

○五十嵐環境管理課長 黒磯那須火葬場組合の負担

金が減額になったということで事業費全体が減額

になっているわけなんですが、平成27年度は那須

聖苑に非常用発電装置を設置しました。その関係

で単年度、27年度だけ負担金が増額になっていた

わけなんですが、28年度につきましては平常どお

りの負担金額になったということで減額になって

おります。 

○伊藤委員 そうですか。わかりました。 

○松田委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松田委員長 ほか、よろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  ここで、昼食のため暫時休憩といたします。 

  １時より再開いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 零時５８分 

 

○松田委員長 では、休憩前に引き続き委員会を再

開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第８号の説明、質疑、討論、
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採決 

○松田委員長 続きまして、認定第８号 平成28年

度那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○五十嵐環境管理課長 （認定第８号について説

明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第８号 平成28年度那須塩原市墓地事業特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第８号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  環境管理課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部からは何かございますでしょ

うか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で終了いた

します。 

  環境管理課の皆さん、ご苦労さまでございまし

た。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 １時０２分 

 

再開 午後 １時０４分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境対策課の審査 

○松田委員長 ただいまから環境対策課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

  それではここで、建設経済常任委員会を決算審

査特別委員会（第三分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 認定第１号 平成28年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 
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  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○相馬環境対策課長 （認定第８号について説明） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それじゃ、１点だけお聞きします。 

  43ページ、資源物等売払金、どこにまず売って

いるのか。何をどこに売っているのかだね。お願

いします。 

○松田委員長 所長、お願いいたします。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 これはクリ

ーンセンターに持ち込まれてきます資源物という

ことでございますが、まず一つにスチール缶、ア

ルミ缶、破砕鉄、これは鉄が砕けたシュレッダー

になったものですね。それと破砕アルミ、それと

グラインダー材ですね。グラインダー材というの

は、ちょっと大き目な金属で、グラインダーで切

らないと切れないというような、ちょっと大き目

な金属になってございます。それと減容インゴッ

ト、これは白色トレイ、発泡スチロールを溶かし

て減容化したもの、こちらのものになっておりま

す。あとは溶融メタル、これは、いわゆるうちの

ほうは灰溶融しているわけなんですが、灰溶融し

たときに金属の固まりが下のほうに出てきますの

で、それを売っているということになっておりま

す。それと古紙類、これは新聞、雑誌、段ボール、

こちらのほうを売っております。あと、小型家電

ということで家電製品、パソコンとか携帯電話と

か、こういったものですね。これも資源になると

いうことで、こちらのほうも売っているというこ

とになってございます。 

  こちらの販売先につきましては、市内に業者が

ありまして、その業者にそれぞれに見積もりをい

ただきまして、一番値段の高い単価をつけていた

だいた業者のほうに販売をしているということに

なってございます。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 業者については、今、入札ということ

ですが、それは市の規定にのっとり、例えば 低

３社とか 低５社とかというきまりのうちの入札

で決定しているのかお伺いします。 

○松田委員長 所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 入札と申し

上げましたが、これ、いわゆる見積もり入札とい

うことで、指名参加が出ている業者のほうに見積

もりを依頼をしているという形になってございま

して、大体６社、７社ぐらいから見積もりをいた

だいて、一番高いところと契約をしているという

ことになってございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 通常ですと、例えば何々に充当すると

かどうのこうのとあるんですけれども、基本的に

は資源物等売払金なんかは 終的には何に、主な、

何に充当しているのか、主なものでいいですから

お願いします。 

○松田委員長 所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 こちらにつ

きましては、クリーンセンターの管理運営費に充

当しているということになってございます。 

○櫻田委員 了解。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、異議がないものと認め、
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質疑を終了いたします。 

  それでは、討論ございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  環境対策課所管の審査事項は以上で終わります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （第２期 終処分場建設計画の今年度

の事業予定について） 

○松田委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （産業廃棄物 終処分場の近年の動向

について） 

○松田委員長 ほか、ございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部からは何かございますでしょ

うか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、以上で終了いた

します。 

  環境対策課の皆さん、ご苦労さまでございまし

た。 

  執行部入れかえにため、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時３８分 

 

再開 午後 １時４２分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○松田委員長 ただいまから生活課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○河合生活課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○河合生活課長 （認定第１号について説明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、まず80ページの交通安全対

策推進事業、10事業、報酬の部分で交通指導員55

人と交通教育指導員２名の内訳についてお伺いを

いたします。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 それでは、内訳ということですが、

まず交通教育指導員が２名で、こちらは月額16万

2,000円。 

〔発言する人あり〕 

○河合生活課長 交通指導員２名でして16万2,000

円となっております。 

  その上のほう、交通指導員55人ですが、こちら

は月額４万2,000円で12カ月となっております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 この交通指導員の人たちの勤務状況は、

学校の登校日に合わせてという解釈でよろしいん

でしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 委員のおっしゃるとおり、学校の

ある日でおおむね通学時間帯で、時間にするとお

おむね１時間ということになっております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これ55人なんですけれども、充足率を

満たしているんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 特に定員というのはないのでござ

いますが、そういう意味でいえば充足率、何人い

なくてはならないというのはないものですから。 

○櫻田委員 了解。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  そのほかございませんでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 83ページのワゴンバスの関係なんです

が、予約ワゴンバスなんですが、補助金が１億

2,500万ぐらい出ていて、利用率が１万970人とい

うことで、このバスをこのままちょっとつづける

のかどうかというか、その辺のちょっとどうなさ
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れているのかどうか確認したいんですけれども。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 今の予約ワゴンバスと、あとゆ～

バスに関しては、現在の契約が来年の９月までと

いうことになっておりますので、それまでは現行

という形になっておりますが、それとあわせて那

須塩原市の公共交通網形成計画を策定ということ

で、来年の10月以降に向けた方針を示すものの計

画となっていますけれども、そういった中で検討

していますので、現在この予約ワゴンバスが利用

が減っているというところの状況は重々確認して

おりますので、そういったところを今後どうする

かというのは今現在、検討中でございます。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 １つ、この金額をちょっとどういうふ

うに見ているのかなということをちょっとお聞き

したいんですけれども。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 今、予約ワゴンバスという形で言

われたのかと思うんですが、１人当たり利用の金

額でいうと１万円を超えるような金額にもなるよ

うな形になっております。そうしますとかなり高

額な費用がかかっているという思いはしておりま

す。 

○眞壁委員 意見として、やはり前は普通のバスで、

じゃちょっとそれと比べて、前のと比べてこの料

金というのは安くなっているのか、高くなってい

るのか、その辺もちょっと聞きたいんですけれど

も。前は便利でしたよね、どっちかというと。予

約しなくて乗れるバスだったので。ちょっとその

辺だけちょっと。 

○松田委員長 部長。 

○山田生活環境部長 おっしゃるとおり、そもそも

ゆ～バスの赤字の部分をデマンド型にして、その

赤字を解消するという理由で始まったんですが、

結果的には、さっき課長が言ったように１人当た

り１万円以上ならすとかかっている。ひどいとこ

ろだと１人当たり３万という経費がかかっている

路線もございます。結果的には当初の目的は全く

果たしていないというところでありまして、先ほ

ど課長もおっしゃられたように、今のタクシー業

界、運行事業者との契約が来年の10月までとなっ

ておりますので、それまでに当然のことながらこ

の状況は解消したいなというところでありまして、

じゃどんな形というのは今のところちょっとわか

らないんですが、いずれにしても議会のほうから

提言がありましたように、ゆ～バスをさらに充実

させるというところと、何らかのデマンドの形で

もうちょっと経費的にも効率的なものが考えられ

ないか、なおかつ市民が利用しやすい形がないか

というのをちょっと今、検討しているというとこ

ろでございます。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 しっかりと検討していただいて、ぜひ

効率的な、お願いします。 

  あともう１点、その次のページなんですけれど

も、84ページ。広域公共交通の推進事業で実態調

査はしていると思うんです。この辺の内容をちょ

っとお聞かせ願いたいんですけれども。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 広域公共交通のほうでございます

が、こちらは現在、昨年の…… 

〔発言する人あり〕 

○松田委員長 課長補佐。 

○増渕生活課長補佐 すみません。 

  実態調査につきましては、27年度の末から29年

度まで３カ年で契約をさせていただいていまして、

特に昨年、全体的には那須町、あるいは大田原市

さんのほうで既に計画、市町の計画を持っていま

す。その時点で調査をしていた事項、項目がござ
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います。それ以外に、本市は今年度つくっていま

すが、それとあわせて足りない部分の調査である

とかさらに突っ込んだ調査、詳細な調査というこ

とで委託をしておりまして、中身的に申し上げま

すと、大きい項目で言わせていただきますと、１

つは検索です。検索なんかの数字を利用して、ど

ういったところにどのぐらいの人が行こうとして

いるというようなデータを拾ってきたり、あとは

ＯＤ調査、バス停間で何人が乗って何人の方が降

りたというような路線ごとのＯＤ調査。 

  それから、今回特に、余りほかのところでは見

ないんですけれども、タクシーの利用調査という

ところも見させていただいていまして、各タクシ

ー会社さんに、運転手さんに実際にどこから乗せ

てどこで降ろしたというのと、聞き取れるときは

聞き取っていただいて、どんな用事で降りていた

だいたというようなところもちょっと掘り下げて

みているところでございます。 

  それから、あとは観光地の調査、あるいは高校、

病院の聞き取り調査、その辺の行き先としてどん

な方が、あるいはどんな時期にどういうふうにお

いでいただいているのかというようなところを調

査していくというような状況でございまして、お

おむね調査そのものは終了しているところでござ

います。 

  以上です。 

○松田委員長 課長のほうからないですか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、29年的にはないというこ

とでよろしいですか。 

○松田委員長 課長補佐。 

○増渕生活課長補佐 29年度に入りましても、一部

調査が残っておりましたので調査して、さらにそ

の調査結果を取りまとめというところでございま

す。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 現段階で、その調査が当然生きてこな

ければいけないんでしょうけれども、そういう形

になるんですか。ちょっとその辺がよくわからな

い。 

○松田委員長 課長補佐。 

○増渕生活課長補佐 まだ計画そのもの全体、これ

から固めていきますので、当然調査結果について

は数字等を拾って路線、路線といいますか路線の

考え方であるとか、広域で維持していこうという、

どこがどの幹線といいますか、どういったところ

が維持していくべきなのかとか、そういったとこ

ろを拾い上げていくためには当然調査の結果が必

要ですので、それは活用していきたい。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、近隣の市町とのすり合わ

せというか、これが出てくるんだと思うんですけ

れども、その辺は。 

○松田委員長 部長から。 

○山田生活環境部長 まさに今、結果をもとに２市

２町でいろいろ自分のところの拠点等を結ぶ路線

とか、こういうところが不便だからうちと那須町

のというすり合わせをやっている 中なんですが、

なかなか各市町とも自分ところの思い入れという

かありまして、それがぴたっと決まるわけがない

ので、その辺の今まさにすり合わせをやっている

中でありまして、また近いうちに担当者でやる

んですが、その辺、それぞれの各市町の思惑があ

りますので、その辺を今、補佐が言った広域調査

のデータをもとに、ちょっと那須定住自立圏の中

で本当の、一番の大もと拠点は那須塩原駅という

ところで間違いはないんですが、そこからそれぞ

れの市町村どこを結ぶのに関しては、そこのとこ

ろ今ちょっとすり合わせをやっている 中でござ

います。 
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○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、それは29年度ぐらいで決

まってくるというような考え方でいいですね。じ

ゃ、ことし中ぐらいには説明が議会のほうにもで

きるというイメージでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○松田委員長 部長。 

○山田生活環境部長 形ができましたらば、今年度

中にまずは広域の背骨の部分をお示しして、その

中で毛細血管のほうを各市町、那須塩原独自の部

分もお示しできるかなというふうなつもりでござ

います。 

○松田委員長 ほか、委員の皆様、ございますでし

ょうか。 

○櫻田委員 委員長、すみません、もう１点だけ。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 じゃ、すみません。まず228ページか

らなんですけれども、消費者啓発用のゆ～バス車

内広告9台とあるんですけれども、この消費者の

啓発用というのは、一般的に考えている、何てい

うんだろう、どういう内容のやつを啓発している

のかちょっと詳しくお知らせ、お聞きできればと

思うんですが。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 こちらについては、まず消費生活

に関する相談は消費生活センターでやっているよ

というよな、連絡先とかそういったところの案内

と、あとは特殊詐欺とかそういったものに注意し

てという、そういった注意喚起の案内、いわゆる

ポスターを車内に、それぞれのゆ～バス車内に表

示しているという形になっております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 啓発だからその効果どうのこうのとい

うのはないと思うんですけれども、そういった同

じようなポスターをバス以外にも張っていますか。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 あとは、何というのか、ポスター

というかリーフレットとか、そういったものは各

窓口とかそういったところには置かせていただい

ております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 その上の消費者啓発パンフレットとい

うのがその類いだという認識でいいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○河合生活課長 こちらパンフレット、どちらかと

いうとセミナーですとかそういったところでやる

のが主な形。講座を開いたりとかそういったとこ

ろに使うパンフレット。あとは当然、窓口に置い

たりもしますけれども。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 続きまして、229ページ、消費者セン

ターの管理運営事業なんですが、この消費者生活

相談員の報酬５名の内訳についてお伺いします。 

○松田委員長 それでは、所長のほうからお願いし

ます。 

○菊地消費生活センター所長 相談員５名につきま

しては、そのうち月額相談員として相談員がおり

まして。３名は月16日勤務となっておりますが、

月額16万2,000円で、３名おりますのでそれの３

名掛ける12カ月ということで583万2,000円です。 

  あと、日額相談員という相談員がおりまして、

月に10日勤務の相談員が２名おります。月額こち

らは８万1,000円で、２名掛ける12カ月というこ

とで194万4,000円、合わせまして777万6,000円と

いうことになっております。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 この生活相談員というのは、どういう

人が生活相談員になるんですか。 

○松田委員長 所長。 
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○菊地消費生活センター所長 消費生活相談員なん

ですけれども、消費生活相談員の資格、民間の資

格または国家試験を受けて国家資格を持っている

相談員。あとは今現在、今年度は４名の相談員が

おりますが、そのうちの１名は、警察ＯＢの方に

お願いして相談員になっていただいている方なん

ですけれども、やはり特殊詐欺とか悪質商法とか

そういった相談を受けることが多いものですから、

そういったことで警察のそういった犯罪に対して

経験のある方という方をお願いしております。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 この下に、相談件数634件、上位５位

で説明があるんですが、例えばスキーム的に、例

えば困った人が消費者生活センターに行って、例

えば放送とかコンテンツ、大体想像がつくんです

けれども、携帯電話を触っていた何か違うところ

に入って行っちゃって架空請求が来たなんて大体

そういうやつだと思うんですけれども、そういう

のの相談を受けた場合には、その相談員の人のや

っぱり得意、不得意分野があると思うんですけれ

ども、それに、相談の内容にタイムリーに対応し

ているという、例えば消費者センターのほうで、

この日だったらそういう人が来ますみたいな、そ

ういう相談の仕方なんですか。 

○松田委員長 所長。 

○菊地消費生活センター所長 相談員は得意分野と

かといったことでは特に分けておりませんで、ど

のような相談が来ても対応できるというふうなこ

とで日々研修を積んでおります。ですので、この

相談員がいないから相談できないということでは

なく、全員が放送コンテンツとか、あとは多重債

務とかさまざまな相談に対応できるようにはして

おります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 後に１点なんですけれども、この相

談その他で、消費者問題以外の相談とあるんです

けれども、基本的に常識の範疇の相談でいいんで

すか。例えば、いろんな相談来ると思うんですけ

れども、去年あたりで相談のやつでえーみたいな

やつも来ていますか。 

  僕らも宣伝するので、これは消費者センターへ

行って解決できますよという宣伝をしてやるのに、

どの辺の範囲までだったら消費者センターで、普

通の常識はわかるんですけれども、何か想定外の

相談みたいなのもこれ受けているのかどうなのか。 

○松田委員長 所長。 

○菊地消費生活センター所長 消費生活センターに

相談される方は、どういった相談ができるかとい

うことをまず調べて相談される方もいますし、全

くそういうことがなくいきなり消費生活センター

に電話すれば何とかなるかなということで相談さ

れる方もいますが、昨年度には限らずなんですけ

れども、個人間のトラブル、そういったことで相

談されてくる方もいるんですが、消費生活センタ

ーのほうでは、あくまでも事業者と消費者とのト

ラブルの相談に乗るというふうなスタンスでやっ

ておりますので、法律上もそういったことになっ

ていますので、個人間のそういったトラブルは弁

護士の方にお願いするようにというようなことで

案内をしています。 

  あとはもう本当にさまざまな相談がありまして、

ごみの曜日を教えてほしいとか、ペッドの処分を

したいがどうしたらいいかとか、あとはちょっと

業者の信用性を教えてくれないかとか、この業者

はあやしいかどうか教えてくれないかとかそうい

った相談も受けますが、相談内容を詳しくお聞き

しまして、消費生活センターで解決できるものと

できないもの等に区分けしまして、できないもの

については適切な窓口を案内させていただくとい
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うことにはしております。前もって門前払いとい

うことはしておりません。 

○櫻田委員 了解しました。ありがとうございます。 

○松田委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんでしょうか。 

〔「なし」という声あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  生活課の所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （運転免許証自主返納者支援事業及び

特殊詐欺撃退機器貸出の直近の実績について） 

○松田委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、執行部の皆様から何かご

ざいますでしょうか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、以上で終了いたします。 

  生活課の皆さん、ご苦労さまでございました。 

  それでは休憩を10分、半まで暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時２９分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  農業委員会事務局の皆さん、ご苦労さまでござ

います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○松田委員長 初めに、小出事務局長からご挨拶を

お願いします。 

○小出農業委員会事務局長 （挨拶） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから農業委員会事務局の審査に入りま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を決算審査特別委員会（第三分科会）に切りか

えます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 
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  事務局長。 

○小出農業委員会事務局長 （認定第１号について

説明） 

○松田委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 198ページですが、農業者年金業務委

託事業がありますが、現実にこの農業者年金の加

入者数と農業者年金を受給している方の人数がわ

かったらお願いします。 

○松田委員長 事務局長。 

○小出農業委員会事務局長 今、計算しておりまし

て、金子のほうからお答えいたさせますのでよろ

しくお願いします。 

○松田委員長 局長補佐。 

○金子農業委員会事務局長補佐 では、２点、お答

えのほうさせていただきます。 

  まず、年金の受給者数につきましては、平成29

年４月現在731件でございます。 

  また、被保険者数といたしましては、同じく平

成29年４月現在884件という形で年金機構のほう

から文書のほうが来ております。 

  以上でございます。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この農業者年金制度とい

うのは、今後はどのように考えておられるかちょ

っと。 

○松田委員長 事務局長。 

○小出農業委員会事務局長 農業者年金制度につき

ましては、農業者にもサラリーマン並みの年金制

度を確保しようという趣旨のもとに始まった制度

であります。なかなか加入者の促進というところ

には苦労しているところでもありますが、制度が

生きている以上、農業委員会としては少しでも多

くの加入者確保に向けて努力してまいりたいとい

うスタンスでございます。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  農業委員会事務局所管の審査事項は以上となり

ます。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

  伊藤委員。 

○伊藤委員 （農業委員会制度改正による委員の業

務の状況について） 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かありますでしょうか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、以上
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で終了いたします。 

  農業委員会事務局の皆さん、ご苦労さまでござ

いました。 

  ここで、執行部退席のため暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時４８分 

 

再開 午後 ２時４８分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続いて委員

会を再開いたします。 

  各委員から何かございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 では、事務局から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

◎散会の宣告 

○松田委員長 それでは、以上で本日の委員会を散

会いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ２時４９分 

 



－251－ 

建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

平成２９年９月１２日（火曜日）午前９時５８分開議 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 松 田 寛 人  副 委 員 長 齋 藤 寿 一  

委 員 中 里 康 寛  委 員 星 野 健 二  

委 員 櫻 田 貴 久  委 員 伊 藤 豊 美  

委 員 眞 壁 俊 郎  委 員 相 馬 義 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 藤  田  一  彦   農務畜産課長 久 留 生  利  美   

農務畜産課長 
補 佐 

広  瀬  範  道   農業振興係長 礒     将  央   

畜産振興係長 若 目 田  治  之   
農 業 再 生 
協 議 会 
事 務 局 長 

小 仁 所     滋   

堆肥センター 
所 長 

柳  崎  修  造   農林整備課長 吉  澤  克  博   

農林整備課長 
補 佐 兼 
農村整備係長 

村  木  和  夫   林 務 係 長 伊  藤  好  美   

地籍調査係長 人  見  栄  作   商工観光課長 八 木 沢  信  憲   

商工観光課長 
補 佐 兼 
商 工 係 長 

後  藤  明  美   観 光 係 長 金  子  春  美   

観 光 振 興 
センター所長 

高  塩  浩  幸   雇用推進室長 君  島  一  宏   

雇 用 推 進 室 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

野  中  泰  生   
雇 用 推 進 室 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

上  野  純  宏   

建 設 部 長 稲  見  一  美   都市計画課長 大  木     基   

都市計画課長 
補 佐 

三  輪     敦   都市計画係長 髙  久  浩  二   

開発指導係長 高  山     衛   都市整備課長 佐  藤  正  規   
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都市整備課長 
補佐兼駅周辺 
整 備 室 長 

浅  賀  保  幸   都市整備係長 大  野  昭  博   

住 宅 係 長 伊  藤  良  司   建 築 係 長 加  藤  正  之   

駅周辺整備室 
副 主 幹 

小  野  治  夫   道 路 課 長 秋  元  武  志   

道路課長補佐 
兼 建 設 係 長 

田  中  和  広   管 理 係 長 深  澤  孝  志   

維 持 係 長 斉  藤  哲  也   用 地 係 長 広  瀬  美 香 子   

河 川 係 長 相  馬  和  男   建築指導課長 松  本  正  彦   

建築指導課長 
補 佐 兼 
指 導 係 長 

亀  田  康  博   審 査 係 長 鈴  木  美 津 治   

 

出席議会事務局職員 

書   記  室  井  良  文   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長挨拶 

   〔農務畜産課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔農林整備課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔商工観光課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔建設部〕 
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    ・建設部長挨拶 

   〔都市計画課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔都市整備課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔道路課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔建築指導課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   【要望審査】 

    ・要望第 １号 「道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続」に関する意見書の採択について 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５８分 

 

◎開議の宣告 

○松田委員長 それでは皆さん、おはようございま

す。散会以前に引き続き建設経済常任委員会を再

開いたします。 

  各委員におかれましては、慎重な審査とともに

円滑な進行にご協力をお願い申し上げまして、挨

拶とさせていただきます。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○松田委員長 まずは、産業観光部から順次審査を

進めてまいります。 

  初めに、藤田産業観光部長からご挨拶お願いい

たします。 

○藤田産業観光部長 （挨拶） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○松田委員長 それでは、ただいまから農務畜産課

の審査に入ります。 

  担当課の皆さんご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○久留生農務畜産課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 歳入歳出ともにございますが、その強

い農業づくり交付金、不採択ということだそうで

ございますが、これは最初の説明だと50％50％で

したっけ。そうですよね。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 国からのお金が50％です。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その件で、これが不採択というのは、

どのような理由で不採択になったのか。あるいは

今後、これは多分塩野崎新田に予定していたとこ

ろですよね。その辺についてちょっとご説明願え

ますか。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 不採択の理由につきまして

は、国・県の指導に基づきまして、３つの宿題が

ありました。その３つの宿題としまして、実証試

験をしっかりやって、そのデータを出しなさい、

でもって、この後、販路の開拓まで、実際どこま

で売れるのかという、そこまでのデータも出して

ください、あとは技術的な、経営的な問題の３つ

の問題があったんですけれども、去年の採択され

るまでにその資料が調わなかったということでご

ざいます。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 ６ページの新規の菜の花プロジェクト

用の種なんですけれども、まず、この中山間地域
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というのは、本市だとどういうところが該当する

のかお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 旧塩原町と、塩原の合併の

ころの高林地区になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 では、この菜の花のプロジェクトにつ

いて、もうちょっと詳細に説明をお願いします。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 こちらですけれども、名称

としては中山間地域ということではあるんですけ

れども、市内全域大丈夫ということで聞いており

ます。 

  その中で、こちらで今、産直とかに声かけまし

て、現在４カ所、青木の道の駅と塩原の湯の香し

おばらの道の駅、あと三区のそすいの郷、あと戸

田深山産直会の４カ所からやりたいという手が挙

がっていまして、合計しますと約４㏊弱の面積に

80Kgほどの菜の花の種をまくという状況で、そん

な結果でございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 御存じのとおり、青木の道の駅ですと、

菜の花、ヒマワリ、コスモス、年間通して３種類

の花がありますけれども、道の駅の菜の花が咲く、

ああいうイメージのところが、道の駅抜かしてほ

か３カ所、ああいうふうなイメージになるという

ことでいいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員 了解。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○久留生農務畜産課長 （認定第１号について説明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、まず29ページから。 

  多面的機能支払交付金事業補助金におきます、
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この多面的機能支払いの交付金の団体数について

お伺いします。 

〔「多面的機能支払交付金のこちらは、農

林整備課」と言う人あり〕 

○櫻田委員 じゃ、すみません。ありがとう。では、

次、農林整備で聞く。 

  では次、同じ29ページのとちぎの園芸活力創造

総合事業補助金の内容等についてお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 こちらはパイプハウスの導

入の補助金でございまして、県単事業でございま

す。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これはアグリパルのところのパイプハ

ウスということでよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 係長からお願いします。 

○礒農業振興係長 こちらのほうは、とちぎの園芸

活力創造総合事業のほうは、イチゴのパイプハウ

スの補助になります。アグリパルのほうは、その

下段の魅力ある中山間地域づくり事業費補助金

250万円、こちらがアグリパル塩原会さんが取り

組んで、産直野菜をつくるためのパイプハウスを

整備したというものになっております。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 このパイプハウスをすることによって、

本市の、例えばイチゴですか、とちおとめとかス

カイベリーとか、そういうイチゴの生産の増加を

もくろんでのこういう補助の使い方という形でよ

ろしいんですか。 

○松田委員長 係長。 

○礒農業振興係長 具体的にこちらの1,300万のほ

うは、なつおとめになります。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 次に201ページ、ふるさと物産センタ

ー、青木の家です。それからアグリパルなんです

けれども、これは支障がなければ、お互いの売上

高がわかれば、わかる範囲でお聞きしたいと思い

ますが、わかりますか。入り込み数は出ているか

ら、売り上げ。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 すみません、あるんですけ

れども、今、手持ちで持ってきていなくて。後で

お話ししたいと思います。 

○櫻田委員 では、次に208ページ。 

  昨今、９月２日がことしは牛乳の日になって大

分盛り上がっていたみたいなんですが、この１項

５目の生乳生産本州一を生かしたまちづくりの計

画懇談会委員の謝礼とありますけれども、メンバ

ーと人数についてお伺いします。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 先日のまちづくりの委員で

すが、全部で14名ということで、農業団体からは、

酪農組合、酪農栃木所長、栃木県酪農協同組合所

長。生産者代表としまして、青木の小針さん、同

じく青木の人見さん。乳牛関連事業者としまして、

ホウライ株式会社、那須グリコ、株式会社ダイユ

ー、栃木県牛乳普及協会。関係行政機関としまし

て、栃木県那須農業振興事務所。学識経験者とし

まして、株式会社あしぎん総合研究所が２名で、

こちらは座長ということで取りまとめのほうをさ

せていただきました。市民団体としまして、那須

塩原市農村生活研究グループ協議会、那須高原ミ

ルク街道推進協議会、食生活改善推進協議会会員

の以上14名となります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これは、もちろん生乳は本市の基幹産

業ですから、十分納得するところなんですけれど

も、これは例えば、回数的には年１回なのか。そ
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れと、この中で話し合われる内容、そういった酪

農関係者の人たちがいて、どういう話の内容をす

るのかお伺いをいたします。 

○松田委員長 係長からお願いします。 

○若目田畜産振興係長 こちらの懇談会なんですが、

ミルクタウン戦略を策定するメンバーということ

で平成27年度11月に設立をしまして、計６回を重

ねまして、12月27日庁内検討会のほうに報告を上

げたというような形になっています。 

  その中で、主な議論としましては、生乳生産本

州一を生かしたまちづくり、どうしたら盛り上が

るんだというようなことを意見交換もらいながら、

このミルクタウン戦略をつくり上げていったとい

うことなんです。 

  ほかになんですが、28年１月には酪農栃木主催

でワークショップを開きまして、酪農家のメンバ

ーを集めまして、酪農家目線からどんなものが戦

略としてやりたいのかというようなことを入れな

がら、議論してきたところでございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは次に、この乳製品開発用消耗

品の14万何がしと出ていますが、これは下に書い

てある地域イベント等の乾杯用牛乳とか、公民館

料理講座への乳製品とかとありますけれども、こ

れは基本的には農畜産の、例えばイベント等でや

るよというときには、規模等に関して無償で牛乳

は提供しているという、１本に対して、例えば

200円の牛乳で幾らか補助をしているのか、まる

っきり何本か言われたとおり出すのか、その本数

の出す決め方があるのか、その辺をお伺いします。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 基準なんですが、300名を

上限としまして、１人100mℓで計算します。そう

すると300人ですと30ℓということで、パック、多

分１ℓですので、30人分を上限に提供しています。

全て無償ということで提供してやっています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これも、ずっと無償で配っているんで

しょうけれども、本市の所管が考えている牛乳に

対しての認知度、生乳生産本州一の部分と消費拡

大とかいろいろなことはあると思うんですけれど

も、こういったやることに、ただやることによっ

ての効果が出ているのか、そこの辺を検証してい

るのかお伺いします。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 こちらは乾杯用の牛乳とい

うことで、平成27年から始まっていまして、こと

しで３年目を迎えております。１年目が約70団体

で、去年が約50団体ということで、自治会を中心

にやっているところではあるんですけれども、ち

ょっと減ってきているところではあります。 

  無料の牛乳ということで、自治会を中心に敬老

会等で牛乳のほうを出していただいて、提供して

いるところなんですけれども、まだまだ自治会の

ほう、使われていないところもありますので、そ

ういったところにも周知を図りながら、さらに生

乳生産本州一のまちをＰＲしていきたいなという

ふうに考えています。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 牛乳をやることがいい悪いの話ではな

いんですが、こういったことをやることによって、

本市の生乳生産本州一の地位の確立とか、あとは

こういうことをやることによって、市民の皆様が

どういうふうになったのかというのを検証してい

ますか。例えば牛乳に愛着を持っているとか、も

っと購買力がふえたとか、どういう意味でやって

いるかという、そこのコンセプトはもちろんミル

クタウン戦略には書いてあるんでしょうけれども、

これは何となくただやっているようなイメージだ

と、今後先、余りいい金の使い方ではないかと思
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うので、その辺をどういうふうに考えているのか

お伺いをいたします。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 委員おっしゃるとおり、広

報のほうは、なかなか検証は今のところはしてい

ないような状況ではあります。 

  消費拡大といいましても、なかなか牛乳、難し

いところもありまして、先ほどありました牛乳の

日なんかで関係団体が盛り上がってきているとい

うような風潮は感じていますので、そんな中で、

地域全体の盛り上がりを見ながら、ただ金を出す

のではなくて、酪農生産者とか関係者というよう

な方を巻き込みながら、そちらが主導となって活

性化するような、そんな仕掛けを今後はしていき

たいというふうに考えております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 最後に１点お伺いします。 

  この下の乳酸菌分離・培養等業務とありますが、

これは地域おこし協力隊などが行って、今年度、

拓陽キスミルの発売につながった、この前段の委

託料という形でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 そのとおりです。 

○櫻田委員 了解しました。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

  伊藤委員。 

○伊藤委員 209ページから210ページにかけてなん

ですが、環境保全型農業直接支援事業ということ

です。この210ページのほうになりますが、環境

保全型農業直接支払いの40団体がありますが、こ

の中で、下の括弧書き、カバークロップ、冬期湛

水、堆肥施用、有機農業ということで書いてある

んですが、どこら辺に団体数が、40団体がどこら

辺に当てはまるのか、ちょっと団体数を教えても

らいたい。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 一覧表があるんですけれど

も、すみません、手持ちがないものですから、後

でお話ししたいと思います。 

○伊藤委員 では、それで結構です。 

○松田委員長 そのほか、いいですか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 何点かございますが、まず歳入の25ペ

ージの保健衛生費委託金の中でございます。これ

は指定廃棄物の保管業務委託というのがございま

すが、今回約741万増となっていますが、この理

由についてお伺いします。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 28年度につきましては、一

時保管施設の修繕工事のほうを１カ所実施してい

ますのと、工事費で44カ所ほど全体、経年劣化に

伴いまして、シートの上にさらにシートをかぶせ

たという工事を44カ所やっていますのと、あと８

カ所につきましては、大分傷んできたところがあ

りまして、そこにつきましては、単にかぶせるの

ではなくて、完全にそこの部分の修繕工事を実施

しております。そのような工事を28年度は実施し

た結果、700万ほどの増となったのが理由でござ

います。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この指定廃棄物なんですけれども、28

年度と５年経過したときに、環境副大臣が来てク

リーンセンターの中を視察して、自然に低下され

たと、放射能が。そういったことに、当然この指

定廃棄物についても、一般の指定廃棄物の保管に

ついては何らかの影響というのはあったんでしょ

うか。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 保全に影響があったのかど

うかなんですけれども、現在もなるべく少なくで
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きないかということでの国との協議はずっと続け

ていますけれども、なかなか１カ所にまとめると

いっても、その場所の選定、そういった関係で、

どうしてもなかなか進んでいかないという状況で

ございます。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ちょっと聞き方があれなんですけれど

も、いわゆる５年経過して、自然に放射線量が下

がってきたという報告を副大臣があのとき言いま

したよね。そのために8,000㏃ですけれども、ク

リーンセンターは一般廃棄物のほうに持っていく

という、最終処分場、そんなお話があった、そう

思うんですが、一般の例えば畜産家の酪農家のも

とに置いてある保管物については、あのとき多分

検査しましたよね。その辺について、５年経過し

た後の、当然そうなって下がったとすれば、それ

も一般廃棄物として処理できるんじゃないかと思

うんですが、その辺について。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 去年、国が再測定という形

でやりまして、市内では５カ所の農家さんを再測

定やりました。稲わら、堆肥、牧草ということで

３種類あるんですが、それを種類ごと、あとは地

区ごとに西那須野、塩原、黒磯、万遍なく、あと

はもう放射能ベクレルの高いのと低いのという形

で、５カ所、国のほうで選びまして、そこの再測

定を行いました。 

  下がらなかったところもあるんですが、５カ所

のうち３カ所はやはり５年経過ということで、下

がっているということがありまして、県内全体で

は約４割が8,000㏃を下回ったというような結果

になったようです。 

○相馬委員 了解です。 

  では、次よろしいでしょうか。 

  歳入の29と歳出の185で、いわゆるカリ肥料の

分がございましたけれども、今回、先ほどの説明

だと面積が減ったというご答弁があったかと思い

ます。その減った理由について、どのような理由

なのかお伺います。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 放射性物質の吸収対策抑制

というのを毎年やってきている中で、だんだん低

減しているという状況で減ったということになり

ます。 

○松田委員長 係長。 

○礒農業振興係長 こちらの、当然減っているとい

うところもあるんですが、もうちょっと大きな要

因がありまして、こちらは那須農業振興事務所、

ＪＡなすのの本店があるところは、管内の補助金

は全部受け持つというルールになっておりまして、

那須塩原市、大田原市、那須町の分をまとめて補

助金として那須塩原市で実施しているところだっ

たんですが、平成28年度におきましては、大田原

市がそのカリ肥料を施用しなくてもいいよという

議論になりまして、お米に関してなんですが、そ

れで歳出額が減ったところでございます。 

  以上です。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすれば、今回これは9,198万から

ですから、大田原市さんはそういったことでいい

ということになったんですけれども、当然ながら

これは、先ほども低減しているという課長のお話、

低減しているという判断でよろしいのでしょうか。 

○松田委員長 係長。 

○礒農業振興係長 そのとおりです。モニタリング

検査をして、県のほうは、もう大田原市のお米に

ついては、カリ肥料なしでもいいよというふうに

言われました。那須塩原市のお米については、本

年度で終了となる、カリ肥料なしでやっておりま

す。なので、29年度決算はもっと低くなります。 
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  以上です。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 大変すみません。207ページ、堆肥セ

ンターの件です。 

  水分量調整用おが粉が例年ですけれども、非常

に大きな金額を占めております。 

  これは昔の話で申しわけないんですけれども、

私は一般質問で、この堆肥センターをつくるとき

に水分調整、いわゆる逆に言うと、おが粉を入れ

るということは増量をしてしまうわけですよね。

量自体は。そんなことがあっては、この堆肥セン

ターをつくるに当たって、余り効果的なやり方で

はないのかなということで、いろいろな研究をし

ていて、当時の答弁では微生物を入れて発酵を促

すという答弁がありました。そのために、埼玉に

ある酪農家に微生物を置いて試験をしたという答

弁がありました。 

  もう随分昔の話なので、多分わからない人もい

るかと思いますが、そういった状況の中で、毎年

このおが粉を、今回も約700万のおが粉が使われ

ているんですが、何らかの改善策、あるいはそう

いった努力というのはしているんでしょうか。そ

の点についてお伺いします。 

○松田委員長 所長、お願いします。 

○柳崎堆肥センター所長 おっしゃるとおり、水分

調整剤、副資材としておが粉というものを混ぜて

堆肥化しているわけなんですが、そのおが粉の量

についても、原料確保が、おが粉の確保というの

も非常に問題になっています。量自体が減ってき

ている状態で、確保のほうが逆に難しい状況にな

っています。 

  その水分調整剤がないと、堆肥センターの堆肥

化はできない。つまり、水分が相当高い水分量で

来ます。大体90から95％の水分率で来ますので、

それを約80％以下、70％ぐらいに本来はすべきと

いうところがあるんですが、それを水分調整剤と

しておが粉を利用している状況です。 

  そのおが粉の量も軽減していかなければならな

いというようなところもございまして、それには、

なかなか水分調整剤としてはちょっと難しいんで

すが、もみ殻の活用というようなところで、幾ら

かでもおが粉は減らそうと、水分調整剤は減らそ

うということで、昨年度からＪＡなすのとの連携

によりまして、富池のライスセンターのほうから

もみ殻の回収を始めました。今まで一般農家で米

農家の方から私どもで回収していたところなんで

すが、量的にも相当増量されまして、おが粉の量

につきましても、相当数減ってきている状況にご

ざいます。 

  それで、このおが粉の量がふえたというのは、

もっと違う要件がございまして、昨年度28年度は、

27年度から比べますと相当量、糞量の持ち込み量、

搬入量がふえております。それは１件の農家の、

具体的に申し上げますと、小林農産という大規模

な酪農家がございまして、その酪農家といいます

か、企業になるんですが、やはりそこから搬入量

が相当ふえたというような状況で、おが粉の量も

極端にふえてきたという状況でございます。 

  具体的に、量的には28年度の固形糞というもの

で来るんですが、28年度は約１万1,000ｔの量が

搬入がされました。28年度が7,800ｔでございま

すので、約2,500ｔぐらいの量がふえております

ので、相当数糞尿の搬入量がふえております。そ

れに伴って、水分調整剤もふえている状況にある

ということで、金額がふえております。 

  先走って申し上げましたが、それをいかに少な

く、おが粉の量を抑えていくかというようなとこ

ろで、先ほど申し上げたようなもみ殻の活用とい

うようなところで、だから水分調整剤として難し

いのですが、もみ殻を混ぜることによっておが粉
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の量も減らしていこうというような努力を重ねて

いるところでございます。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 施設が最初にできたときから、私はよ

く知っていますけれども、多分、想像つくけれど

も、発酵槽が何ｍかありますよね。何レーンかあ

ります。その中で、その発酵槽に満杯になってい

ることは多分ないと思うんです。いつも後ろのほ

うはあいているし、一体何レーンありましたかね、

何レーンかあったけれども、そのレーン満杯に入

っているということはおおむねない。 

  水分調整でしたら、当然ながらブロワでエアー

も送っていますよね。エアーを送った上で何らか

のおが粉と、もみ殻といってももみ殻って現実に

は、あれはケイ酸がほとんどですから、なかなか

分解できない。結果的には、それがそのまま分解

できないまま堆肥として使われる。それは余りい

い結果も出ないという問題があります。 

  だから、何らかの方法を、以前のお話だと、酪

農家、発酵槽のある埼玉街道沿いの小学校の先で

すけれども、あそこでやる微生物の研究を依頼し

たという答弁が私の一般質問の中であったんです

よ。ですから、そういったことの、それがどうな

ったかはわかりませんけれども、これは毎年毎年、

売り上げからいったら何％になるかちょっと計算

できませんけれども、その辺も研究していく予定

があるんじゃないかと思ったので、今回質問しま

した。 

  それともう一点。 

  ご承知だと思いますが、牛糞堆肥について、何

とか菌という菌があって、これは最近の話ですか

らね。その菌を、それを使うと生り物だったかな、

影響があるんじゃないかというので、抑制という

か注意が県のほうから来ているかと思います。そ

の辺については、確認をお願いします。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 今、委員おっしゃっていた

とおり通知来ていまして、ホームページのほうに

もアップしたかと思います。 

  ちょっと詳しくは、すみません。 

〔「今、確認とっているということですよ

ね」と言う人あり〕 

○久留生農務畜産課長 いや、確認ではなくて、ホ

ームページのほうにアップして注意喚起をしてい

ます。 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ですから、先ほど言ったように、少し

これ何らかの発酵を進めるような、おが粉ではな

くて、おが粉以外の何かを研究する必要があるの

ではないかと私は思いますが、その辺についても

検討していただければと思います。 

○松田委員長 所長。 

○柳崎堆肥センター所長 今、話されたように、お

が粉、もみ殻以外で水分調整剤、副資材の利活用

ということの検討というようなことで、研究して

いきたいなというふうには思うんですが、現実的

にほかの副資材、水分調整、何を使うかというこ

とになりますと、非常に難しい状況にあるかと思

います。 

  まずは、来た糞量を水分を落とさなくてはなら

ない、発酵を促進するためには水分を落とさなく

てはならない、その水分調整剤、ほかに何がある

かというと、現実的にはなかなか難しい状況にな

るのかなというふうには思ってございます。 

  そのほかのもみ殻、おが粉以外のものを代用と

して活用する、安価なもので使いやすいというん

ですか、量もあるというようなものをほかである

かというと、今のところ、私ども今までも探して

はいるんですが、現実のところ非常に難しい状況

にあるということはご認識をいただければという
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ふうに思います。 

  今後もいろいろなものを研究していきたいと思

うんです。 

  １つあったのは、雑談でありますが、紙。石膏

ボードの、酪農家の方が牛舎の敷材に使うような

ものですね。ただ、それは紙類ですとなかなか発

酵が進まないというようなものと、あと石膏ボー

ドがまさに産廃物でございます。また、それがど

のような堆肥化して影響が出るかというのも、発

酵の途中で硫酸水素というガスが出るというよう

なところもございまして、なかなかほかの代用品

を見つけることが非常に難しい状況にある。 

  今後もいろいろと、発酵を促進する上でまずど

のようにするかというようなところの研究してみ

たりとか、そういったものも含めまして、今の施

設、機械を使った堆肥化がどのように効率的にで

きるかというのをもうちょっと検討させていただ

きたいというふうに思います。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 この堆肥センターの関係なんですけれ

ども、売り上げというのはどのぐらいなんですか。 

○松田委員長 所長。 

○柳崎堆肥センター所長 収入の関係でございます

が、28年度は販売額とか運搬、処理手数料それぞ

れ含めまして2,762万3,685円でございました。前

年比からすると、相当ふえております。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 ちょっと確認なんですが、当初予算で

畜産競争力強化対策緊急整備事業というのがあっ

たんですけれども、5001事業で28年、当初予算で

す。今回決算で出ていないようなんだけれども、

ちょっとそこら辺のところをお聞きしたい。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 こちら、クラスター事業と

いうことで当初予算に上げていたものなんですけ

れども、実は繰り越しという形で、ことしも継続

ということでやっておりますので。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 なぜそういう感じになっているんです

か。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 採択になりまして、認可も

得まして、事業を始めることになったんですけれ

ども、繰り越しの理由としましては、やはり畜産

施設という建物から、周りも畜産関係ということ

で、知っているんですけれども、やはりそういっ

たもの、畜舎とかが建つと、においとか、あとは

大型機械、重機が通りますので、その隣接にダン

プとかががたがた通ると、やはりうるさいという

ような話がありまして、それに近隣住民との騒音

とか、あとは堆肥舎の位置とか、そういったので

ちょっと時間を要したということで、繰り越しと

いうことにさせてもらっております。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、今後この事業というのは、

やれる状況なんですか。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 今のところ、クラスター事

業ということで、29年度のものは来ていないんで

すが、国の補正とかでつけば、事業のほうは可能

ということになる。 

  ただ、以前の従来の補助事業と違いまして、中

心となる畜産農家だけではなくて、そのほかの畜

産関係者を巻き込みまして、畜産クラスター協議

会というものをつくるんですけれども、畜産農家

が例えば堆肥舎とか、あとはつくることによりま

して、周りの例えば飼料会社とか、そういったの

も含めて収益を上げようということで、そういっ

たかなり綿密な事業計画が求められているという

ことで、単に畜舎が欲しいというのではなかなか
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難しいんですけれども、その建てることによって、

どういった周りへの影響、周りの収益が事業等も

上がるかというのを持った事業計画ではないと、

なかなか難しいような状況になっております。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 ちなみに、この予算が入っていった場

所はどこなんですか。 

○松田委員長 係長。 

○若目田畜産振興係長 １つは鍋掛地区、もう一つ

は四区町、もう一つは関谷の３カ所になっており

ます。 

○松田委員長 そのほか、ございます。 

  星野委員。 

○星野委員 201ページなんですが、ちょっとわか

らないので教えていただきたい。 

  夏秋イチゴ生産拡大事業につきまして、今現在、

このイチゴの生産している件数は何件ぐらいある

か。 

○松田委員長 係長。 

○礒農業振興係長 市内の生産者で約10団体、10件

の農家さんがいらっしゃいます。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 それでは、例えば26、27、28で件数は、

その辺を教えていただきたい。 

○松田委員長 係長。 

○礒農業振興係長 今、手元にすみません、ござい

ませんので、後でお調べてして、お知らせします。 

○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 それでは、あと204ページなんですが、

204ページの農業者海外研修派遣事業におきまし

て、オランダ、ドイツ、スイスに行かれているん

ですが、どのような研修内容か詳細を教えていた

だけますか。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 こちらですけれども、お１

人だけ行っております。目的としましては、国際

化の進展に対応し得るすぐれた担い手として、地

域の発展に活躍できる多彩な人材の育成に資する

ということで、それが目的でございまして、研修

につきましては、県農業振興公社が行う派遣、研

修のほうに参加してございまして、オランダ、ド

イツ、スイスでございます。 

  その研修の中身については、すみません、お調

べして、後ほど提供したいと思います。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

  それでは、ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  本議案について討議すべき点がなければ、討論

に移りますが。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 討議をお願いします。 

○松田委員長 討議の申し出がありましたので、こ

こで暫時休憩といたします。 

  執行部の退席を求めます。 

  なお、再開前に再度入室していただきますので、

控え室となっています第三委員会室で待機をお願

いいたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 日程第１号の平成28年度那須塩原市一
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般会計歳入歳出決算認定について、賛成の討論を

行います。 

  今回の決算において私どもの委員会において討

議をしました。そういう中で、その討議の内容に

ついては、塩原の堆肥センターと八郎ヶ原牧場の

２点でございます。 

  まず、堆肥センターについてでございますが、

先ほど質疑等でもございましたように、これがで

きて10年もたっていますが、予算の歳入と歳出に

おいてこの10年間ほぼ同じような状況で経費がず

っとかかっております。そして、堆肥の売り上げ

というものがずっときていますが、そういった意

味において今後もこの施設でこのような状況を続

けるのは、議員の中でいかがなものかと思います。 

  そういったことも含めまして、先ほど質疑した

ようにこのおが粉を使う水分調整等々について、

何らかの予算措置をとってもらっても結構ですが、

研究をしていただきたいというのが１点。 

  さらに、あの地域から酪農家がそこに糞尿を搬

入しております。その搬入の酪農家をもっと積極

的に多く、簡単に言えば、あそこの日の出地区、

箒根地区の酪農家がみんな搬入できるような方向

づけの努力をしていただきたい。 

  この堆肥センターについてはそういったことで

す。 

  同じく八郎ヶ原についても、頭数がここに出て

います。28年度は72頭となっております。マック

スを考えれば100頭ぐらいまでは大丈夫だとお聞

きしておりますので、この件についてもなるべく

頭数をふやすような努力をしていただきたい。そ

ういう注文はつけて、この28年度の歳入歳出決算

については賛成といたします。 

  以上です。 

○松田委員長 ほかに討論はございませんでしょう

か。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  農務畜産課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として委員の皆様から何かございますで

しょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （那須塩原市の肉用牛・乳用牛の総数

について） 

○松田委員長 相馬委員。 

○相馬委員 （全国和牛能力共進会宮城大会の結果

について） 

○齋藤副委員長 委員長。 

○松田委員 （和牛精液利用の促進状況について） 

  努力はしているということでわかりました。も

っと努力していただきたいと思います。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 〔キャラクター（ニック）の活用につ

て〕 

○松田委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 議会開会前の時期だったんで

すが、本市で山形産のチタケが販売されたという

ことがありまして、今、結果的に落ち着いていま

すが、最終的には山形県が小国町に対してキノコ

類の出荷自粛という形をとりました。 
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  小国町ではチタケのデータも持っていなかった。

全く向こうでは取らない、食べないで、ましてや

キノコでまちおこしをしている小さな町で、野生

キノコのほうというくくりが１つしかないので、

全野生キノコが今シーズン小国町では出荷自粛と

いう措置になってしまったというようなことがご

ざいました。 

  何の手立てもないんで、実は副市長と私と開会

の前に小国町のほうに行って、どうなるのかとい

う話なんですが、おわびに行ってまいりました。

やはり小国町の経済的な損失もさることながら、

町民の精神的なショックも大きいんだというよう

なお話がありましたので、皆様方も何か小国町産

というものがあれば、お買い求めいただきたい。 

○松田委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 今の関連で、小国町以上にうちのほう

があれで迷惑をかけて、当初発表に神経を使って

いたけれども、新聞発表で本当に地名まで出てし

まったということなんですが、問題はうちのほう

で40パックでしたか、販売をしてしまったという

ことで、それに対してのクレームというか報告と

いうのは、何件があったのでしょうか。 

○松田委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 私どもが一番にも売ってしま

ったから心配なのは、健康被害というところです

ので、マスコミのほうには発表すべきとして広く

知らせてできるだけ回収しているんだという話を

して、実際に回収もしくは返金ですね。実は食べ

ちゃったという人もいて、その人にお金を返した

というのが１件、それを含めて５パック回収、返

金したと。 

  売っているよと見つかったのが、前から売って

いても最後の分だったんですね。もうお盆前から

ずっとやっていたやつで、最後の最後でそんな話

になっちゃったんで、実はもう間に合わないでし

っかりお盆のときはチタケお盆になっちゃったの

がほとんどだったというのが実態です。 

○松田委員長 課長。 

○久留生農務畜産課長 すみません、私のほうから

先ほどの回答ができなかった保留の部分をお話し

したいと思います。 

  まず、販売額の件なんですけれども、青木ふる

さと物産センター直売場のデータですけれども、

16年の年間販売額が7,600万、アグリパルのほう

の産直のほうが１億9,800万の販売額でございま

す。直売場です。 

  あとなつおとめの農家の推移なんですけれども、

26、27、28、29が10件、11件、10件、11件でござ

います。 

  あと、海外視察研修なんですけれども、基本は

酪農家の方に来ていただいたので、先進地という

ことでスイスの場合は、アグリーノ農場というと

ころを視察しております。オランダがトマト農家、

ドイツはグリーンツーリズムということで、農場

と環境保全という観点で有機農家のほうを視察し

ております。 

  あと、一覧表につきましてはお配りする形にし

たいと思います。環境保全のですね。 

  以上です。 

○松田委員長 それでは、以上で農務畜産課の審査

を終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  それでは、執行部入れかえのため暫時休憩いた

します。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午前１１時４５分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員
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会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○松田委員長 ただいまから農林整備課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三部会）に切りかえます。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  吉澤課長。 

○吉澤農林整備課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 すみません、林道花取線というのは場

所はどこでしょうか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤農林整備課長 花取線は高林の……、これは

係長のほうからお願いいたします。 

○松田委員長 それでは、係長から。 

○伊藤林務係長 北那須の浄水場の県の施設がある

と思うんですけれども、あれのちょっと西側あた

りの山になるんですけれども、そこから林道木の

俣巻川線に抜ける新しい道路が花取線になります。 

  以上です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 その改修というか、新道になるんです

か。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤農林整備課長 新道で新しくつくるほうです。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないので質疑を終了いたしま

す。 

  討論はございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳
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入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  吉澤課長。 

○吉澤農林整備課長 （認定第1号について説明） 

○松田委員長 ここで昼食のため、暫時休憩とさせ

ていただきます。 

  開始時間は１時からということで、よろしくお

願いいたします。 

 

休憩 午後 零時０９分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  先ほど執行部からの説明が終わりましたので、

質疑から入らせていただきます。 

  質疑を許します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 じゃ、毎度の208ページなんですけれ

ども、この那須疏水の土地改良区運営費から西那

須野、塩原の土地改良区、塩原が今回できて予算

がふえたということになっていますけれども、こ

の積算根拠について伺います。 

○松田委員長 村木補佐。 

○村木農林整備課長補佐 連合会に対する経営事業

割ですね。１億4,206万円掛ける２分の1,028万

4,252円で、限度額の24万円を計上しております。 

  続きまして、団体用割はなし、県単事業が５万

円ということで、9,942万円を５で割って1,000引

きにすると、49万7,100円。 

（「課長、下です。補助金のほうです」と

言う人あり） 

○村木農林整備課長補佐 すみません、失礼しまし

た。 

  那須疎水土地改良区運営費が2,131万円、黒磯

土地改良区運営費が552万6,000円、塩原土地改良

区運営費が417万1,000円、西那須野東部土地改良

区運営費が79万4,000円、塩原土地改良区基本整

備促進事業として195万2,000円になっております。 

  塩原土地改良区基盤整備促進事業の中に、うち

農村基盤整備促進事業、農地耕作条件改善事業の

補助金として、補助金対象額事業が920万円に対

して15％の補助をしておりますので138万円。う

ち土地改良区運営費補助が上の補助対象から外れ

た事業に対する補助として、補助金対象事業費が

114万4,000円の50％で57万2,000円となっており

ます。 

  その他、三本木地区補助整備事業推進協議会運

営費として６万2,284円を支出しております。 

○櫻田委員 それは数字を見ればわかるんですけれ

ども、積算根拠、同時にこの運営費の数字が出て

くるかと。 

○村木農林整備課長補佐 補助金の算出なんですが、

黒磯土地改良区が552万6,000円で、内訳としまし

ては受益面積１ha当たり200円の単価で、受益面

積が2,123haです。これに200円を掛けて42万

4,600円。あと組合人数で１人200円で割りまして、

1,239名の組合員数に対して200円を掛けまして24

万7,800円、地域排水利用として維持管理費とし

まして10％、758万2,163円に対して10％を掛けて

いますので75万8,200円。公共施設利用として平

米当たり１年間に120円としまして6,200平米あり

ますので、74万4,000円を計算しております。人

件費としまして335万1,400円で、合計しまして

552万6,000円となっております。 

  続きまして、那須疏水土地改良区連合。補助金

としまして2,013万円、受益面積が1,019ha、200

円を掛けまして20万3,800円。組合員数が957名で
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19万1,400円。維持管理費としまして1,387万

8,789円の10％としまして138万7,800円。公共施

設利用としまして12万7,498平米に対しまして

1,529万9,700円、人件費といたしまして304万

8,300円になっております。 

  続きまして、西那須野東部。補助金が79万

4,000円、受益面積235haに対しまして4,700円、

組合員数202名に対して４万400円、地域排水利用

といたしまして471万1,368円の10％で47万1,100

円、公共施設利用としまして、これは計上してお

りません。塩原土地改良区417万1,000円、受益面

積が951ha、19万200円、組合員数が639人で12万

7,800円、地域排水利用552万8,800円で55万2,800

円。公共施設利用1,840平米なので22万800円、人

件費が307万9,400円。 

  合計といたしまして、補助金は3,062万2,000円、

受益面積が86万5,600円、組合員数が60万7,400円、

地域排水利用が316万9,900円、土地改良区財産の

用排水溝の地域排水先としての１年利用と通して

維持管理の10％となっております。公共施設利用

1,626万4,500円、土地改良区用地の無償利用分を

して賃借料相当になっております。人件費は971

万4,600円となっております。平成29年度決算額

によります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 積算根拠の全ての内容が今お示したと

おりだと思うんですが、これは補助金で出してい

るわけですから、こういったものに関しては適切

に使われているかどうかというのが、農林整備課

のほうでしっかり所管したり、総会等で例えば通

常ですと監査役とかがいますので、そういった人

たちの意見を聞いて、この金額は適当に使われて

いるという認識をしているのかお伺いいたします。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤農林整備課長 そのとおり認識しております。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 この土地改良区の運営については、

年々上昇なのか減少なのかという部分で、そんな

に大きくは推移しているわけではないと思います

が、こういったものに対しての業務内容は、これ

は那須野が原の疏水があれば、半永久的に出して

いくという認識でよろしいでしょうか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤農林整備課長 そのとおりで、続く限りはこ

の補助金は続いていくと思います。 

○松田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 209ページです。農村活動支援事業、

20事業ですね。先ほど説明の中で700万から27年

度と28年度を比べて700万円の△というか、そう

いうのが生まれたと。その生まれた原因としては

補助金が資源向上支払い、これが43組織になって

少なくなったという説明だったんですよね。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤農林整備課長 長寿命化のほうで27年度に完

了した組織が３組織ありましたものですから、27

年度のときに14組織ありました。そして、11組織

に３組織減った形になっております。 

○松田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 これは減った原因というのはどういう

のか。 

○松田委員長 吉澤課長。 

○吉澤農林整備課長 27年度の事業が終わった形で

減った形です。 

○松田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 それと、次に償還金というのが発生し

ているんですが、これはどうして償還金というの

が発生したのか。６万1,675円という数字です。 

○松田委員長 村木補佐。 

○村木農林整備課長補佐 農地転用による協定農用
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地面積減に伴う返還金のうち減った分が、返還金

として８地区が返還金対象になりました。返還と

しまして農地維持のほうで面積の減、資源向上の

ある共同的なやつでも面積の減、長寿命化でも面

積の減ということで償還金が発生いたしておりま

す。 

  以上です。 

○松田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 今、長寿命化の14組織があったものが

11組織になったということで、今、共同活動のほ

うが減ったということですね。それは面積的には

どのぐらいの面積が減ったのか伺います。 

○松田委員長 村木係長。 

○村木農林整備課長補佐 農地維持のほうで田んぼ

が403ａですね。畑が155ａ。資源向上各共同で田

んぼが403、畑が155で、農地比と同じ面積になっ

ております。資源向上の長寿命化のほうで田んぼ

が８ａ、畑が10ａとなっております。 

○松田委員長 そのほかございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないので質疑を終了いたしま

す。 

  それでは、討論はございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  農林整備課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として委員の皆さんから何かございます

でしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （林道整備の基本方針について） 

○齋藤副委員長 委員長。 

○松田委員 （各土地改良区の決算書について） 

  あと、その他として皆さん、ありますでしょう

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、以上

で終了いたします。 

  農林整備課の皆さん、ご苦労さまでございまし

た。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩いたし

ます。 

 

休憩 午後 １時１３分 

 

再開 午後 １時１６分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○松田委員長 ただいまから商工観光課の審査をい
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たします。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設経済常任委員

会を予算常任委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いいたします。 

○八木沢商工観光課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 じゃ６ページ、今、課長のほうから説

明があったデスティネーションキャンペーンなん

ですけれども、代表質問、一般質問等で出ていた

ように、２次交通は４月から６月の土日を中心に

周遊バスを走らせるという答弁をいただきました

が、予算を組むに当たっては１日１往復走らせる

のか、そのバスの内容、積算根拠とした理由、ル

ートバスの走らせ方をするのかお伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 バスの運行ですけれども、

まずは現在補正で上げましたのは実証実験という

ことで、金土日月を想定しています。そして、那

須塩原駅を中心に駅から観光地まで、観光地から

駅、その間、観光地を何カ所か回れるような仕組

みというようなことで今検討してございます。そ

れをですから１日２便という形になります。民間

事業者のほうに委託して行うということで今検討

しております。その実証実験が検証結果を得て、

来年の当初予算という形になりますけれども、４

月から６月の運行についてはまたバスにも検討し

ていきたいと考えております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 だけど、間に合わないでしょう。 

  当初予算は３月の議会が終了だからわかりませ

んけれども、そこで議決していきなり４、５、６

に間に合うんですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 ですから、この１月から３

月、補正で組む実証実験と並行して、４月から６

月の分もあわせて検討といいますか、枠組みをつ

くっていくイメージかと思います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それじゃ、実証実験にならないでしょ

う。実施のための予備練習でしょう。もうそれは

やるというありきの予算の組み方でしょう。 

  ということは、実証実験というのはそういうの

じゃないんじゃないのか。見解が違うんだよね。

その辺を説明してください。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 実証実験、県の予算が７月

に枠組みが説明されて、ＤＣが終わってからとい

うことになります。県のほうでも必ずＤＣの期間

に走らせなくても、そういった活用も可能だとい

うことで、この枠組みをまず使うと。当然、来年

の４、６にあわせて一緒に検討してスタートが切

れるような仕組みにしていきたいと。そういうイ

メージになります。 

  １、３からと枠組みをつくって、４、６につな

げるという、そんなイメージで考えていきたいと

思います。 

○松田委員長 櫻田委員。 
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○櫻田委員 いいですよ。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

  伊藤委員。 

○伊藤委員 すみません、６ページです。 

  ７款商工費の中の企業誘致事業費、今回につい

ては企業立地審議会委員ということで、この審議

会委員というのは何名いるんですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 ８名でございます。 

○松田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 これは金額的には少ないんですけれど

も、今までに企業を誘致したという実績なんかは。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 企業立地審議会の委員の報

酬分については、既に当初で盛っております。現

在、５月に２回ほど開催させていただきまして、

国際医療福祉病院グループということで既に２企

業、１つのグループでの形になりますけれども、

それを認定していただいたところです。年に３回、

開催を予定しておりまして、10月と２月を予定し

て、その分が不足するということで、今回補正し

ています。 

○松田委員長 それでは、そのほかありますでしょ

うか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○八木沢商工観光課長 （認定第１号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  星野委員。 

○星野委員 227ページの企業誘致事業で、サテラ

イトオフィス誘致事業なんですが、こちらは今現

在、何社ぐらいきているか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 ２カ年にわたりまして東京

の某所のほうに委託をかけて、誘致の業務という

ことをお願いしましたけれども、結果としまして

は入った企業はゼロです。見学に来ていただいた

企業が２社という形の実績になります。 
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○松田委員長 星野委員。 

○星野委員 この事業は何年前から継続でやってい

るんですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 27、28年度の２カ年です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 今のところでやっぱり２年で実績ゼロ

という形なんですが、どういう形で来ないのかと

いうことをお尋ねいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 なかなかどういう形でとい

うのは難しいと思うんですが、こちらの状況をＰ

Ｒしていただいたり、ホテルとか旅館とかにはず

っとＰＲしていただきましたけれども、なかなか

やはり企業のほうでも入ってくる、実際には至ら

なかったという形になるかと思います。それを受

けまして２年間、なかなか難しいというところで

検討させていただいて、それの１つの何らかの手

を打っていかないと入ってきづらいということも

ありますので、この４月に制定しました企業立地

促進条例、こちらのほうにも賃貸借の補助も使え

るような仕組みを創設したところなんですが、や

はりある程度そういった部分での支援もつくって

いかないと、やはりこういった企業誘致は無理な

のかなということもわかってきましたので、それ

らの仕組みにつながったというような形です。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 サテライトオフィスというものが那須

塩原市に合わないんだと思うんですけれども、そ

の関係で基本的に誘致するのは那須塩原駅近く何

でしょうけれども、その辺がやっぱり進まないと

難しいのかなと私は思ったですけれども、その辺

をちょっと。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 今のお話でおっしゃるよう

な駅前ということもあるんでしょうけれども、一

応目指しましたのは、温泉という土地柄を活用し

て旅館に空きスペースがあったりとかしています

ので、サテライトオフィスは本社があって何人の

方がこっちにいらっしゃるというイメージになる

と思うんですけれども、雇用といいますか、業務

以外のときに休めるという意味合いも含めて、温

泉街のほうにということで話のほうは進めて、さ

っき２件のこちらに視察に来られた業者も、そち

らのほうの温泉街を紹介している経過がございま

す。 

○松田委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 多少若干ですが、補足をさせ

ていただきます。 

  そもそもこのサテライトオフィスの誘致支援は、

直接的にＩＴ関係の企業を回ってこちらにどうぞ

というものと、企業はどんなことを考えていて、

どんなものを望んでいるかというニーズ調査と２

つの目的がありました。その中で本市では駅周辺、

温泉街の空き店舗、空き旅館の空きスペース、両

にらみで入ってきまして、ニーズ調査、企業の状

況の話を聞いていく中で、やはりこういった企業

の中で少し心の病になる方が多くて、転地療法じ

ゃないですけれども、そういう自然の中で温泉な

んかがあるところで仕事をさせたらどうだろうと

いう中に話が入ってきたので、今回は私どものほ

うはご案内したのは、温泉街のほうにご案内をし

たと。となると、那須塩原駅周辺等の整備にもと

りかかる。または黒磯駅のほうも今進んでいると

いうことで、駅周辺というのも今後また取り組む

価値はあるのかなというふうにも思っております。 

  それともう一つ、企業側で心配しているのは、

人材がこちらでどれだけ確保できるのかと。今い

る東京で働いている人をみんなこっちにぽんと移

すというよりも、企業としては事業を拡張しなが
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らサテライトオフィスをうまく活用するというと

ころで、人材確保を相当心配しているというよう

な実態もわかってきたというような経過がござい

ました。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 じゃ、まず224ページから。 

  補助金の中小企業事業資金保証料522件なんで

すが、これは前年に対してふえたか減ったかをお

伺いいたします。 

○松田委員長 課長、お願いいたします。 

○八木沢商工観光課長 保証料は522件ということ

で、前年度は305件ございました。大きくふえて

ございます。決算額も2,000万弱ほどふえてござ

います。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それじゃ続きまして、その下の２つな

んですが、那須塩原市商工会商工振興事業と那須

塩原市商工会経営革新事業に、本市としてはどう

いう内容だとわかって補助金を出しているのか、

お伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 まず、商工振興事業でござ

います。こちらにつきましては、商工会のほうで

接客講習会とか、おもてなしの人材育成というよ

うな事業に使っているということでございます。 

  それから、経営革新事業につきましては、商工

会のほうで行っている経営革新塾、個別診断とい

うことも実施しておりまして、こちらのほうに実

際に使われての実績となっております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 すると、本市としては去年に比べると、

非常に経営が悪化して融資額の件数もふえている

と。そういうことは十分に認識していると思うん

ですが、こういう商工会のこういった決算で、使

っているからには効果が出ていると思えないんで

すけれども、ふえているわけですから。そういっ

たことをどういうふうに認識しているのかをお伺

いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 まず今、質問がありました

３件につきまして、保証料については逆に完済が

いっぱいふえてきたということで、景気の回復も

あって若干残っているものを繰り上げ返済したと

いうのが多かったので、保証料がふえています。

また、この時点では完済された後に保証料を出す

という制度なものですから、そういうことでふえ

たと。 

  それから、それぞれの商工会の事業につきまし

ては、今回の商工会といろいろ調整をさせていた

だきまして、目的に沿った事業に的確に使うとい

うことで、商工会と詰めをさせていただいた事業

でございます。当然、その目的に沿って商工会の

ほうでこの事業を活用しているという認識でおり

ます。 

  以上です。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 続きまして、プレミアム商品券発行事

業なんですが、これは当初、プレミアム率の10％

を考えると5,000万だったんですが、この決算の

数字を見ると、5,000万を割れているということ

は、この割れた原因についてお伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 昨年度のプレミアムが補助

金といいますか、決算として当初より下回ったと

いうことで、例えば商品券が売れ残りという形に

なったものでございます。原因としましては、期

間が短い期間であったこと、それからやはりＰＲ

のほうがうまくいかなかったのかなということで、

若干の販売のほうが残ったという結果として認識
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してございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 じゃ続きまして、224の同じところな

んですが、商店街振興事業の30事業、補助金の黒

磯駅前からのまちづくりまでの３件なんですが、

これも毎年出ているお金だと思うんですが、こう

いうふうに決算で出てくる金の事業内容に関して、

本市としてはどういうふうに、俗に言う行政の方

がよくおっしゃるＰＤＣＡサイクルで落として、

この事業評価なんかはどういうふうに考えてこう

いうお金を出しているのか、お伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 基本的にそれぞれの委託だ

ったり、補助事業という形になります。それぞれ

の地域で実施されている事業が、地域を盛り上げ

るためにみずからがやっている事業ですので、当

然それらの内容とかも把握しながら補助をするん

ですけれども、活性化につながるものとして地域

がうまく活用していただいているというふうな認

識で出しております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、こういう事業をやって

いるそういったときには、土日を問わず産業観光

の職員としては出席しているということでいいん

でしょうか。現場を確かめてみてね。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 それぞれの職員が業務とい

うよりはそこに参加し、中身を見るという意味で

部長も含めまして極力参加して見極めるようにし

ております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 続きまして、225ページの空き店舗対

策のチャレンジショップなんですが、これは従来

ですと、商工会とかそういうところで場所を決め

て参加者がやっていた事業から、去年、参加者が

みずから場所を選んで決める事業に変わったと思

うんですが、実績は４件とありますが、この４件

は今も続いている４件なんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 昨年度、チャレンジされた

４件につきましては、今も継続されて回転してい

ます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これは要は補助金が打ち切りになった

後も、現在、同じ場所でやっているのか、その辺

を確認の意味でお伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 補助金が打ち切りになって

も実施いただいている同じ場所です。 

  補足になりますけれども、補助金は認定されて

から１年間という形になりますので、例えば９月

に認定され10月からということになりますと、来

年の９月までということで、予算は２カ年、そん

なイメージになります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それじゃ続きまして、この商工イベン

トの次の下なんですね。商工イベントの推進事業

で減額になった大きな理由は、巻狩まつりの内容

が10周年記念から通常どおりに戻ったとあります

けれども、何がどう変わって500万がこの減額に

なったかというその内容、こんなのが変わったと

いうのをお示しできればと思うのでお願いいたし

ます。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 大きく変わったものは、27

年度に実施されたものという形になるかと思うん

ですけれども、大きくはラジオの特番事業を委託

で組んだということが１つ。それから、福島県古

殿から流鏑馬を招聘したその費用分という部分が、

大きく変わったということでございます。 
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○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これは実質巻狩まつりの事業の来場者

数が６万9,500人と出ているんですけれども、そ

の前の年の10周年のときにはどれぐらいの人数だ

ったのか、参考までにお聞かせいただければと思

います。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 前回の来場者数ということ

でプレスが発表した数字となります。出陣式、東

那須野地区でやったものは7,000、本祭りが６万

5,000、合計７万2,000でございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 人が来てどうのこうのではないと思い

ますけれども、10周年と通常に戻しても人がびっ

くりするほどそんな差異はないと思うんですが、

こういうのを決算で払って減額はしたけれども、

この辺の祭りだなと思ってこれから先にこういう

のを考慮した上で、祭りというのはどういうふう

にやっていくかという検討する部署というのは、

そこでよろしいでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 こちらは商工観光課が担当

してございます。巻狩まつり実行委員会というと

ころが最終決定することになりますけれども、所

管は商工観光課になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 続きまして、地域活性化のイルミネー

ション、那須塩原駅前と西那須野駅前で50万、50

万とっているんですけれども、このイルミネーシ

ョンをやった効果について、市民の皆様から例え

ばきれいだったよとか、あれだよなんていう、ど

んなような効果があったかをお伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 委員のおっしゃるようなこ

とで、やはり少しずつ那須塩原駅前についてはイ

ルミネーションを増設しているといいますか、で

すから、本来であれば、もっと反対側にも欲しい

ですよねとかいわれます。少しずつふやしたほう

がきれいであるという感想も聞いております。 

  西那須野につきましては、西那須野産業観光建

設課が所管になりますけれども、こちらはまた独

特で駅前にツリーのようなやり方、これは駅を降

りてすぐになりますので、こちらもかなり評価が

いいということでうかがっております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、次の中小企業融資委託事業

の60事業なんですが、これは実績が通常ですと11

億の４倍協調ですから44億の枠までの範囲でやっ

ていると思うんですが、平成28年の実績について

お伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 こちらの委託の事業の実績

がちょっと手元にないんですけれども、おおむね

ですけれども、６割ほど資金が運用されておりま

す。これは現在、残っているものと新しい貸し付

けという部分が、この預託の範囲になりますので、

11億のうち６割が貸し付けを実行されている状況

ということでございます。 

  29年１月末の数字になっているんですけれども、

現在の貸し付け件数は1,246件ございまして、27

億1,500万円の残高、44億円のうちの27億が貸し

付けられているということです。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それは累積じゃないですよね。去年度

の実績ですね、あくまで。 

○八木沢商工観光課長 これはこの時点の累積です。 

○櫻田委員 じゃ続きまして、226ページ、大学ゼ

ミナール那須塩原市活性化プレゼン大会は、去年

は多分板室温泉のグリーングリーンでやったと記

憶しているんですが、あそこで出た大学生に出し
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てもらったものについての具現化の状態、特徴を

とったり、そういったものに対しては具現化する

というような触れ込みだったと思うんですが、そ

の後、こういった予算をとってやったけれども、

この具現化についてはどうなっているのか、進捗

状況についてお伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 昨年度の決算の実績では、

具現化に関するプロジェクトという費用はとって

ございません。グランプリをとったゼミナールの

ご意見、それから上位の提案については、まだ具

体的な実現には至っていない。 

  ただ、今、観光局のほうで観光戦略会議という

ことで、月に２回ほど実施していますけれども、

具体的な結果は出ていませんけれども、議題に上

って何とか具現化できないか。昨年のグランプリ

は塩原温泉対板室温泉というのが、グランプリを

とったと思うんですけれども、やはりその注目を

浴びるのに両者が対決している形を何とかとれな

いかということで、戦略会議で担当者レベルの検

討はされているということで伺っております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 わかりました。 

  それでは続きまして、230ページ、キャンペー

ン用フラッグの制作業務、並びにキャンペーン用

横断幕設置業務とありますが、キャンペーン用フ

ラッグはどのくらいの枚数を用意したのかお伺い

いたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 フラッグにつきましては

600枚ほど用意しました。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 あれは対だったですか。２種類あった

のではないでしょうか、お伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 種類は２種類です。こちら

の色が違うもの２種類用意しております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それは１件に２枚配ったという認識で

よろしいでしょうか。 

○松田委員長 係長。 

○金子観光係長 茶色のほうは自然公園内というと

ころのためにつくったものなので、塩原温泉と板

室温泉の中のお店については、温泉の中について

は建物の中に掲示すれば、色のついたものでも大

丈夫ということで、２枚セットでお配りしており

ますが、そういった規制のないところは緑のほう

だけ１枚をお配りしております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 実績数としては300件以上配ったとい

う認識でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 係長。 

○金子観光係長 枚数としては400枚弱をお配りし

たんですけれども、ただ２枚セットで配ったとこ

ろもあれば、装飾用に駅に配ったりとか、そうい

ったものも含まれてしまっているので、純粋にそ

のお店の数とはイコールにならないんです。配布

する部数としては388となっております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 次に、キャンペーン用横断幕設置業務

とありますが、この横断幕はどのくらい用意して、

どの場所に、どのような形で飾ったのかお伺いい

たします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 横断幕につきましては、設

置個所は市内のＪＲの３駅でございます。各１枚

ずつ。 

○松田委員長 係長。 

○金子観光係長 那須塩原駅と黒磯駅については幅

が７ｍ、高さが80cm。西那須野駅はちょっと掲示
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する場所がなかったので小さ目になっていまして、

長さが３ｍ20ということで小さ目のものになって

おります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 このキャンペーン用フラッグ並びに横

断幕は予算をとってやりました。そして、ご存じ

のとおり、来年の４、５、６が本番なので、その

前からもう一度つくらずにこのつくったもので本

番に臨むという認識でよろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 その認識でよろしいです。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 続きまして、その下の段の板室温泉誘

客特別対策事業とありますが、内容についてお伺

いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 板室温泉誘客特別事業とい

うことで24万円、こちらは黒磯観光協会への補助

ということで24万支出してございます。観光協会

への事業ですけれども、こちらにつきましては温

泉ビューティー研究家、石井先生という方ですけ

れども、そちらの方はアドバイザーとして招聘し

まして、温泉街で２回ほどこちらの先生の話を聞

いて、意識の改革とか、温泉のうまい活用とか、

そういった部分で活用したということでございま

す。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、石井先生は１回に12万とい

うことでよろしいんですか、お伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 講師謝礼ですけれども、１

回に10万円、２回分で20万、その他はその他の費

用ということになります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 了解しました。 

  続きまして、232ページなんですが、温泉保護

開発事業、30事業の先ほど説明がありました板室

温泉集中管理組合準備会22号源泉維持管理と源泉

ポンプ交換作業負担金、22号源泉維持管理とあり

ますが、通常ですとこれはグリーングリーンで使

っているのは十分にわかるんですが、あそこはも

ちろんご存じのとおり指定管理で入っていますよ

ね。ちょっと僕もわからないんですけれども、22

号源泉のポンプは先ほどの説明ですと止まるかも

しれないのでポンプを交換したみたいなことなん

ですけれども、バックアップシステムはしていな

くて、１つのポンプで運営しているということで

よろしいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 １つのポンプで運用してご

ざいます。バックアップのポンプがあった時代も

あったんですけれども、やはり管は１つしかあり

ませんので、上げて保存しておくとやはり保存状

態がよくなくて使えないというのがあるので、や

はり使っているやつの抵抗とか、中身の管理はし

ていますので、悪くなればなったなりに交換とい

うのが必要になってくるという形になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 じゃこの22号源泉のポンプは指定管理

の業者が管理しているという認識でよろしいでし

ょうか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 こちらは板室温泉22号源泉

という源泉名になりますけれども、そこの維持管

理準備組合というのがございまして、そちらのほ

うで管理している形になります。ですので、市の

ほうでグリーングリーンでその源泉を使わせてい

ただいている関係があって、維持管理の負担金も

通常のものを出すし、こういう突発的に交換が必

要なときの持ち分にあわせて出すということで、
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実際にはポンプは300万ぐらいかかっています。

大半は市が使っているという現状がありますので、

なので負担額も大きいという形になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これは決算でこういうふうに出ました

けれども、もし止まっちゃったりしたというとき

は、本来、例えばスケールのあれとか、どうのこ

うのかといろいろやりますけれども、そういうの

もこういう持ち分の配分で市が金を出すという認

識でいいんですか。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 その分については基本的に

その形になるかと思いますので、 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 すみません、最後に１点だけ。 

  板室自然遊学センター管理運営事業なんですが、

利用日数は350日として非常に頑張っている施設

だと思うんですが、１日当たりの利用人数が18名、

こういう事業内容を見て、今後この施設をどうに

かするとか、運営するさらなるバージョンアップ

していくとかという決算の状況を見て、誰もがこ

の18名が多いと思っていない数字だと思うので、

そういうのは産業観光部で検討していくのか。そ

れとも指定管理の業務内容については、どこの部

署がこういうのを参考にしてやるのか、最後にお

伺いいたします。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 この遊学センターは商工観

光課が所管で指定管理でお願いしているところで

あります。当然、今後のあり方とか、現状の検討

というのも商工観光課のほうで検討を進めていく

という形になります。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 本当に遊学センターの内容でいいと思

っていますか。これは金を使っちゃったからあれ

かもしれないけれども、できれば課長なんかも行

ったことがあると思うんですけれども、果たして

あそこを利用しているお客さんは、大半市民の人

だと入湯料が65％で半分、70％でただですよね。

そういう人たちの施設ではないと思うし、じゃあ

そこに来てあれをという人数、いつも見ていて、

だめな施設、いい施設の区分け方は難しいと思う

んですけれども、ただこれはやっているみたいな、

どうなんですか、その辺は。所管、最後に。 

○松田委員長 課長。 

○八木沢商工観光課長 現状ではなかなか難しいか

なというふうに考えております。特に正面に入っ

てから左のほうのスペースを本来であれば今の中

で言うと、例えばプラネタリウムとかの現場でも

そんな意見が出ていますけれども、ただ現状とし

てすぐにそういうふうにできるかどうかというこ

とも含めて検討していかなければならないという

ふうな認識でおります。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので質疑を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「討議じゃないのか」と言う人あり〕 

○松田委員長 討議の申し立てがありましたので、

ここで暫時休憩いたします。 

  執行部のほうの退席を求めます。 

  なお、再開以前に再度入室をしていただきます

ので、第３委員会室で会議をお願いいたします。 
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休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  それでは、討論ございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

るものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  商工観光課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部からは何かございますでしょ

うか。 

  課長。 

○八木沢商工観光課長 （今年度のプレミアム商品

券の完売の状況及びJR大宮駅等への秋の観光PRに

ついて） 

○松田委員長 それでは、商工観光課の皆さん、ご

苦労さまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 ２時３３分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○松田委員長 これより建設部の審査に入ります。 

  初めに、稲見建設部長からご挨拶をお願いしま

す。 

○稲見建設部長 （挨拶） 

○松田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○松田委員長 ただいまから都市計画課の審査に入

ります。担当課の皆さん、ご苦労さまでございま

す。 

  それでは、ここで、建設経済常任委員会を予算

常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 
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○大木都市計画課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  齋藤副委員長。 

○齋藤副委員長 それでは、今回補正で350万出た

ということで、この条例が平成27年10月１日に施

行されて、県の条例と本市の独自の条例ができ上

がったということで、今回こういう補正が出たん

ですけれども、今言われたところの屋外広告物の

該当する数というのはきちっと把握をしているん

でしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○大木都市計画課長 この後の決算審査でもご説明

する予定ではいたんですが、全部で既存不適合広

告物としまして、平成26年度時点で162基ござい

ました。これは上乗せ規制のされた沿線沿いとい

うことですね。それに対しまして、現在、改修が

全部で48基ですか、撤去が８基、合わせて56基の

改修が平成28年度末で終わってくる。 

○松田委員長 副委員長。 

○齋藤副委員長 この中で、やはりこういう162基

の中で、こちらで補助率を出すんですけれども、

向こう側でどうしてもできないというものは、そ

ういう意見というか、そういうふぐあいというの

はあるんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○大木都市計画課長 今現在、まだ162基全部いっ

ておりませんで、大体、見込みなんですけれども、

平成29年度末で50基前後、50から60ぐらいが残る

んじゃないかなというふうに考えております。 

  お金がかかる話なので、私どものほうでは今回

の補助的なもので何とか推進をしたいということ

で、お願いしているところなんですが、まだ完全

には至っていないという中では、いろいろそうい

った問題点もあるということで捉えております。 

○齋藤副委員長 わかりました。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようでしたら質疑を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますでしょうか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いをいたし

ます。 

  課長。 
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○大木都市計画課長 （認定第１号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  都市計画課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として、委員の皆様から何かございます

でしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 執行部からは何かございますでしょ

うか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、以上で終了いたします。 

  都市計画課の皆さん、ご苦労さまでございまし

た。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ２時５６分 

 

再開 午後 ２時５８分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○松田委員長 ただいまから都市整備課の審査に入

ります。担当課の皆さん、ご苦労さまでございま

す。 

  それでは、ここで建設経済常任委員会を予算常

任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○佐藤都市整備課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 今、補償費なんですけれども、これは

１件幾らという形でしょうか。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤都市整備課長 １件につき17万円を見込んで
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ございます。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 これはもう定額で決まっているんです

か。 

○松田委員長 佐藤課長。 

○佐藤都市整備課長 移転相当費として、引っ越し

にかかわる経費として４トン車を借り上げた相当

分ということで算出しております。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので、質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に

切りかえます。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いいたします。 

○佐藤都市整備課長 （認定第１号について説明） 

○松田委員長 それでは、今、説明が終わりました

ので、質疑を許します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 265ページ、１点聞きたいんですが、

市道宮町横線道路高質化整備工事で、今、実は縦

というんですか、今度社務所に向かったところを

工事やっているんですけれども、あれは入ってな

い2,500万という形でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 現在施工している工事につき

ましては、新たに29年度予算で施工しているもの

でございます。 

○櫻田委員 ということは、あの間で2,500万もす

るんですね。結構、このインターロッキング入れ

ている工事は非常に高価だというイメージでよろ

しいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 施工区間につきましては、宮

町縦線とあと足利銀行に入る道路を含まれての工

事費になってございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 保健福祉部長だった人の前の道路もそ

うなの。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 はい、そのとおりです。 

○松田委員長 ほかにございませんでしょうか。 
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  眞壁委員。 

○眞壁委員 266ページの那須塩原駅周辺地区都市

再生整備計画事業の中で、アンケートということ

でやっているかなと思うんですけれども、これど

んなアンケートで、どんな内容か、とりあえず。 

○松田委員長 副主幹。 

○小野駅周辺整備室副主幹 広場のこちらですね、

地域の方へに関してで、対象の自治会のほうに駅

前広場の利用勝手であるとか、地域の今の状況で

すね、魅力といいますか、そのあたりのアンケー

トをとったものです。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 回答的にはどんな回答が来ているんで

しょうか。 

○松田委員長 副主幹。 

○小野駅周辺整備室副主幹 やはり広場の利用に関

しましては、送迎用の車両の混雑が見られるとい

うことで、改善をしたほうがいいのではないかと

いうようなご意見。あと、周辺地域に関しまして

は、やはりちょっとお店とかなくて電車の時間、

待つのがなかなか難しいとか、そういったような

お話。ちょっとにぎわいが少ないのかなというよ

うなご意見をいただいております。 

○松田委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 すみません、これは何件ぐらいに調査

をかけたんでしょうか。 

○松田委員長 副主幹。 

○小野駅周辺整備室副主幹 回収につきましては

652通ほど戻ってきており、対象は、ごめんなさ

い、ちょっと……。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 資料を持ち合わせていないよ

うですので、後日お答えしたいと思います。 

○松田委員長 わかりました。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、そのアンケートが来て、

しっかりアンケートの内容を取り入れたのかどう

かというのをちょっと確認したい。 

○松田委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 現在、調査業務、検討業務を

実施中でございますので、その中でそういった意

見を反映させていきたいと考えております。 

○松田委員長 ほかございませんでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  都市整備課所管の審査事項は以上となります。 

  その他として委員の皆様から何かございますで

しょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （那須塩原駅東口バリアフリー化の進

捗状況及び市営住宅の移転補償について） 

○松田委員長 そのほか何かございませんでしょう
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か。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは以上で終了いたします。 

  都市整備課の皆さん、ご苦労さまでございまし

た。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。50分から再開をいたします。 

 

休憩 午後 ３時４０分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎答弁保留の答弁 

○松田委員長 それでは休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  その前に、都市整備課より説明がありますので、

佐藤課長、お願いいたします。 

○佐藤都市整備課長 先ほど眞壁委員のほうからご

質問がありました件について、保留にさせていた

だいた件について回答させていただきます。 

  那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業の地

区アンケートについて、どういったところに発送

したかというようなご質問だったかと思いますが、

まず発送先として、自治会については東那須野地

区大原間、東郷屋、方京、沓掛、前弥六の６自治

会であります。そのほか、那須塩原駅前広場を利

用しますバス、タクシーほか観光業の事業所など

に26の事業所にアンケートを送付しております。 

  説明は以上です。 

○松田委員長 都市整備課の皆さん、ご苦労さまで

ございました。ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○松田委員長 それではただいまから道路課の審査

に入ります。担当課の皆さんご苦労さまでござい

ます。 

  それではここで、建設経済常任委員会を予算常

任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いいたします。 

○秋元道路課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  副委員長。 

○齋藤副委員長 それでは７ページの道路維持管理

費の中で、赤川線の橋梁の応急工事ということな

んですが、これの詳しく内容をちょっと教えてい

ただきたい。 

○松田委員長 課長。 

○秋元道路課長 赤川線の橋梁につきましては、先

ほど申し上げましたとおり橋梁点検でいわゆる早

急な修繕が必要だと、老朽化が進んでいるという

ところから、早急な修繕が必要と判断された場所

でございまして、実際には下部工、橋脚部分の基

礎が洗掘によりまして相当傷んでいるというとこ
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ろから、また橋脚部分についても腐食なんかも進

んでいるという状況の中で、実際に架けかえをす

る必要があるかどうかというところの判断をした

ところではあるんですが、いわゆる洗掘がこれ以

上進まないようにしながら、必要最小限の修繕を

していくというところで対応が可能だというとこ

ろになりましたので、大まかには、玉石なんかに

よります洗掘をこれ以上進めないための応急対策

工を行うということで、実際に480万円で行うも

のでございます。 

○松田委員長 副委員長。 

○齋藤副委員長 そうすると、これちょっとした疑

問なんですが、赤川線の橋梁というのはもともと

あった橋梁でありましたよね。それの今回応急措

置ということなんですよね。それが新規事業とな

っているのでちょっと疑問に思ったものですから、

その辺も含めてさっき質疑をさせていただいた。 

○松田委員長 課長。 

○秋元道路課長 こちらについては、応急工事とし

て今回新たに工事請負費で計上したというところ

から、ちょっと財政のほうとの話の中で予算執行

計画書には新規で掲載してくれという話がありま

したのでそのようにさせていただきました。 

○齋藤副委員長 了解しました。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 今のその道路維持管理費の中で、来年

度に２つ延ばすということだったんですが、これ

について何か、延ばすことによって影響か何かは

あるんでしょうか。 

○松田委員長 課長、お願いいたします。 

○秋元道路課長 １点は、道路施設長寿命化修繕計

画の策定というところでありますが、影響的には

もちろんこういった長寿命化計画ですので、早く

策定するにこしたことはないというところは重々

了解をしているところでございます。 

  しかしながら、今回の点検業務が未了となって

しまった影響については、こちらの法律が施行さ

れまして、全国一斉にこういった老朽化した道路

橋梁施設の点検作業をやっている中で、点検をや

れるいわゆる業者といいますか、手狭というのが

かなり限られておりまして、県内ではもう建設技

術センターのみというところで、相当実際に点検

業務ができる業者が仕事が集中しているという状

況になっております。そういった中で、その辺は

早くやっていただきたいというのはやまやまでは

ありながら、その事情を考慮しましてやむを得ず

というところでありますので、その辺は事情をご

理解いただければと思っております。 

  また、エアー遮断機でございますが、こちらも

正直なところ、昨年、これは下大貫地内の矢板63

という番号が振ってあります高速アンダーなんで

すが、大雨による冠水で２台ほど車が入ったとい

うような事例があった場所でございまして、市と

いたしましても当然一刻も早くそういった対策を

とりたいところではあるわけなんですが、この辺

もちょっとより効果的に、またより安全に大きな

費用をかけて設置するものでございますので、１

回つけて、またそこじゃなくてあっちのほうがい

いなんてことになってしまいますと余計な経費も

かかってしまうというところから、ちょっと警察

あたりとも慎重に現場協議をしまして、設置場所

の変更といいますか、そういったところになった

ものですから、今回ちょっと遅くなってしまった

ということは大変残念ではあったんですが、やむ

を得なかったのかなというところで、今の段階で

は雨が降ったらすぐに現場を確認して、冠水を確

認しましたらすぐに通行どめにするなどの対応を

とっておりますが、この遮断機がつけば職員が行

かなくても自動的に通行どめができるようになる



－286－ 

というところから、我々としましても来年度には

必ず設置をしたいというところで進めてまいりた

いと思っております。 

○松田委員長 よろしいですか。 

○齋藤副委員長 はい。 

○松田委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それではないようですので質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会（第三分科会）を

決算審査特別委員会（第三分科会）に切りかえま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 認定第１号 平成28年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長、お願いいたします。 

○秋元道路課長 （認定第１号について説明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それじゃ、すいません。252ページの

通学路の整備事業、20事業ありますね。これ、28

年度にこのぐらいやりました。通学路の多分学校

の近くの緑色に塗っている工事だと思うんですけ

れども、これをやって、あとどのぐらい残ってい

るんですか。だから、進捗率、執行率等をお聞か

せください。 

○松田委員長 課長。 

○秋元道路課長 大変申しわけございませんが、ち

ょっとこちらで今手元に計画の延長の持ち合わせ

がなくて、追って示させていただきたいと思いま

す。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 こういった事業は年次的に進めている

という、道路基本計画でしたっけ、そういうもの

にのっとりながら基本的に進めているという解釈

でよろしいんでしょうか。 

○松田委員長 課長。 

○秋元道路課長 そうですね。基本はその道路整備

基本計画という大きなものがございますので、そ

ちらに基づきまして進めているところではござい

ますが、委員ご承知のとおり、厳しい財政状況の

中、予算の確保であったりとか、あとはこちら国

庫補助の対象事業という形で進めさせていただい

ているものですから、国の補助のつきぐあい、あ

るいは採択の条件ですね、そういったものに左右
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されてしまうというところもございまして、計画

どおりにはちょっと進んでいないというのが実情

でございます。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 こういう例えば通学路みたいな事業は、

地元からの要望等が上がって、そういった形で優

先順位が変わったりするということはあるんでし

ょうか。 

○松田委員長 課長。 

○秋元道路課長 そうですね。通学路の整備の優先

順位につきましては、委員ご承知のとおり、学校

関係でやっているとか、地元を交えました通学路

の整備のプログラムの中で、現場を検証しながら

優先順位を決めていくわけなんですが、当然道路

交通の状況ですとか、そういったものの現下とい

うものがありますので、これ何年ぐらいでしたっ

け。 

〔「３年ぐらいは出るでしょうか」と言う

人あり〕 

○秋元道路課長 失礼しました。３年に一度プログ

ラムの見直しを行うに当たりまして、現場の検証

をいたしておりますので、その都度見直しをしな

がら優先順位が変わることもあり得るというとこ

ろでこちらも認識をしております。 

○松田委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、その下の道路除雪対策事業、

これは確認の意味で聞くんですが、定置式自動凍

結防止剤散布装置４台の配布場所を教えてくださ

い。 

○松田委員長 課長。 

○秋元道路課長 ４台につきましては、特に坂にな

っていて道路の凍結による交通事故が懸念される

場所というところで、４台につきましては、１台

がりんどう大橋でございます。２台目が阿久戸の

坂、あとは油井の坂のところに２台の合計４台設

置をしてございます。 

○櫻田委員 はい、了解。 

○松田委員長 ほかございませんでしょうか。よろ

しいですか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  それでは、道路課所管の審査事項は以上となり

ます。その他として委員の皆様から何かございま

すでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （道路整備に係る土地の寄附の取り扱

いについて） 

○松田委員長 ほかにございませんか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （道路整備のガイドラインについて） 

○松田委員長 それでは、執行部から何かございま

すでしょうか。 
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  課長。 

○秋元道路課長 （挨拶） 

○松田委員長 それでは、以上で終了いたします。

道路課の皆さん、ご苦労さまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ４時５４分 

 

再開 午後 ４時５６分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○松田委員長 ただいまから建築指導課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○松田委員長 それでは、ここで建設常任委員会を

予算常任委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  松本課長。 

○松本建築指導課長 （議案第71号について説明） 

○松田委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 ７ページなんですけれども、１項１目

のこれ、特定建築物どうのこうのって、これはっ

きり言ってホテルですよね。 

○松田委員長 課長。 

○松本建築指導課長 こちらは公表されてますので、

ホテル塩原ガーデンのところとなります。 

○松田委員長 そのほかございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○松田委員長 それでは、ないようですので質疑を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 続きまして、予算常任委員会（第三

分科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に
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切りかえます。 

○松本建築指導課長 （認定第１号について説明） 

○松田委員長 ただいま説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  質疑ございませんでしょうか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  それでは、建築指導課の所管の審査事項は以上

となります。 

  その他として委員の皆様から何かございますで

しょうか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 （建築確認申請件数の傾向について） 

○松田委員長 よろしいですか。 

  そのほかありますでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○松田委員長 執行部から何かございますでしょう

か。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、以上で終了いたします。

建築指導課の皆さん、ご苦労さまでございました。 

  ここで建築指導課退席のため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ５時０８分 

 

再開 午後 ５時０９分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎要望第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○松田委員長 要望の審査に入ります。 

  要望第１号 「道路整備に係る補助率等の嵩上

げ措置の継続」に関する意見書の採択についてを

議題といたします。 

  執行部から要望の説明を簡単でいいですので説

明をお願いいたします。 

  課長。 

○大木都市計画課長 （要望第１号について説明） 

○松田委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  質疑、ご意見等はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○松田委員長 それでは、討論はございますでしょ

うか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○松田委員長 ないようですので討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  まず、本件を採択すべきものとするかお諮りを

いたします。 

  要望第１号 道路整備に係る補助率等の嵩上げ

措置の継続」に関する意見書の採択についてにつ

いて、採択とすべきものとすることに賛成する委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○松田委員長 賛成過半数と認めます。 

  よって、要望第１号は採択すべきものとするこ

とに決しました。 

  以上で、要望第１号の審査を終了といたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ５時１５分 

 

再開 午後 ５時１６分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎答弁保留の答弁 

○松田委員長 それでは、課長のほうから説明をお

願いいたします。 

○秋元道路課長 先ほどご質問いただいた答弁で一

部お答えできなかった部分につきまして、改めま

して調べてまいりました。 

  １点目といたしまして、通学路のカラー舗装の

ご質問がありました件について、私のほうで答弁

の誤りが一部ありましたので、訂正をさせていた

だきながら、再度お答えさせていただきたいと思

います。 

  先ほど、私のほうで通学路のカラー舗装の整備

については、道路整備基本計画に基づいて順次行

っていくというような答弁を申し上げたところな

んですが、カラー舗装については実は道路整備基

本計画に載っていないんですね。申しわけござい

ませんでした。歩道の整備や通学路の整備という

部分で計画を計上しているんですが、そちらの歩

道整備であったりとかというのがなかなかできな

い部分について、危険な箇所を早急に解消してい

くというところでカラー舗装を実施しているとい

うところでございます。したがいまして、計画の

延長ですとか、そういったものがないというのが

現状であります。 

  ただ、これまで実施いたしましたカラー舗装の

延長につきましては、27年度、28年度実施分で合

わせて4,088m、４kmほどの延長になっております。

この後、実施予定の箇所、要望が出ている箇所と

かも含めまして、実施予定の箇所については、29

年と30年の２カ年で全て終了する予定になってお

りまして、あわせて30年度までの事業が完了いた

しますと、市内全域で8,233ｍ、8.2kmほどのカラ

ー舗装の延長になるというところであります。し

たがいまして、28年度末までの進捗率という形で

申し上げますと49.7％、残り半分をあと２カ年で

実施をしたいというところであります。 

  ただ、こちらについては、先ほどもお答え申し

上げたとおり、この後また学校関係を交えました

現場検証なんかによりまして、要望の延長はふえ

ていく可能性がありますので、また引き続き、必

要な箇所については実施をしていきたいというと

ころで考えてございます。 

  以上、訂正も含めましてのお答えとさせていた

だきます。 

  そして、道路構造令によります道路幅員の関係
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につきましては、課長補佐のほうからお答えさせ

ていただきます。 

○松田委員長 補佐。 

○田中道路課長補佐 それでは、田中のほうから道

路の待避所関係の説明をさせていただきたいと思

います。 

  先ほど大木課長のほうから説明がおおむねあっ

たところでございますので、そのおさらいとなり

ます。 

  まず、道路に関しましては、道路構造令という

ことでこれ開設後になりますが、そこで詳細が決

まってございます。道路の種類に関しましては、

計画交通量で道路の種別が決まります。先ほど大

木課長のほうから説明がありました500台未満が

やはりボーダーラインとなっていまして、そこで

３種の４級道路と３種の５級道路というのが境が

ございます。 

  違いは何かという部分なんですが、３種４級に

なりますとテトラが入りまして車線数が１つずつ

２車線になります。３種５級になりますとセンタ

ーラインの入らない１車線の道路になります。幅

員なんですけれども、通常３種５級、いわゆる一

日の通行料が500台未満のときに関しましては、

３種５級になりまして通常幅員が４ｍという形で

なってございます。この４ｍにつきましては、停

車とか乗用車相互のすれ違い、消防活動を考慮し

て４ｍということになってございます。 

  ここでいう４ｍにつきましては、車道を走る４

ｍのほかに道路の場合、路肩という部分がつきま

すので、一般的に舗装される幅としては５ｍの幅

に４ｍの車線がつくという形のイメージになりま

す。その場合は、待避所の部分が基本必要がない

部分ではございますが、車両のすれ違いとしては、

原則としては待避所で行われるという部分の記載

もございますので、一応すれ違いができる幅員構

成ということで４ｍという部分があるんですが、

それとあわせて待避所でのすれ違いも原則となっ

ている部分がございますので、何台以下であれば

待避所が必要とか、何台以上であるからすれ違い

ができるとか、明確な線引きの部分が微妙にない

ところではございます。 

  なので、一応500台が目安ではございますが、

そこの状況を見て待避所が必要か、もしくは一応

すれ違いができる形で１車線部分の４ｍになって

いますので、そういう取り扱いになるところでご

ざいます。ちょっと明確なお答えにはならない部

分で、ちょっと曖昧な部分の記載がこの道路構造

令自体にも入っていますので、そういう形で説明

をさせていただきます。 

○松田委員長 以上で説明を終了させていただきま

す。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ５時２２分 

 

再開 午後 ５時２３分 

 

○松田委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○松田委員長 先ほどの要望の件についてでござい

ます。本件については採択すべきものと決しまし

た。 

  つきましては、要望にございますように、国に

対する意見書を地方自治法第99条に基づき提出す

ることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、要望に添付されていた意

見書（案）でございますけれども、事務局より配
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付させますので、内容を精査していただき、意見

があれば挙手の上、発言をお願いいたします。 

〔意見書案配付〕 

○松田委員長 ないですか。 

○櫻田委員 委員長、これお願いするほうじゃない、

俺らが。こういうですます調の強い言い方でいい

の。意見書はいいの。 

○松田委員長 はい。多分これあれでしょう。多分、

内容はみんな同じですよ、日本全国。もし誤字脱

字が今のところなければ大丈夫でしょうか。 

〔「大丈夫です」と言う人あり〕 

○松田委員長 よろしいですか。 

  それでは、意見書を26日の議員全員協議会で説

明をし、27日の最終日に議案として提出したいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○松田委員長 それでは、要望第１号の審査を終了

いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○松田委員長 それでは、次第４のその他に入りま

す。 

  委員の皆様から何かございますでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○松田委員長 事務局から何かございますでしょう

か。 

○室井議会事務局書記 （事務連絡） 

○松田委員長 じゃ、よろしくお願いいたします。 

〔「委員長、今後のスケジュールについて」

と言う人あり〕 

○松田委員長 はい、お願いします。 

○室井議会事務局書記 （今後のスケジュールにつ

いて） 

○松田委員長 それでは、次第のその他を終了いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○松田委員長 以上で今定例会の当委員会の議事日

程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、ご一任くださいますようお

願いいたします。 

  これをもちまして、建設経済常任委員会を閉会

いたします。大変ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ５時３６分 

 


